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秋田市『プラスの循環』プランについて 

 

１ 計画策定の目的 

  市政推進の基本方針である本市総合計画は、時代の変化にあわせ、目指すべき将来の

姿やまちづくりの大局的な方向性を示すとともに、その実現に向けた具体的な政策等を

明らかにすることを目的に、概ね５年ごとに見直しを行いながら定めてきました。 

  今回新たに定める第１５次秋田市総合計画は、第１４次秋田市総合計画「県都『あき

た』創生プラン」（以下「前計画」といいます。）の基本理念や将来都市像など、その根

幹となる考え方を土台とし、人口減少・少子高齢化の進行、厳しい財政状況といった本

市を取り巻く課題を踏まえ、県都としての経済力や活力をさらに高め、その果実を各世

代の暮らし、医療、福祉、防災・減災などに充てる「プラスの循環」を生み出すための

計画として、名称を「秋田市『プラスの循環』プラン」（以下「本計画」といいます。）

とします。 

 

２ 前計画の検証・総括等 

  本計画の策定にあたっては、市民意識調査や指標の進捗管理等を通じ、前計画の検証・

総括を行い、その結果を反映しています。 

 (1) 市民意識 

      本計画の基礎資料とするため、創生戦略をはじめ前計画のもとで実施した市の施策

への評価や市民意識の変化の把握等を目的に、令和６年度に「しあわせづくり市民意

識調査Ⅴ」を実施しました。調査結果の要点は、以下のとおりです。 

※本項目に掲載している今回調査の数値は、各設問の「無回答」を除外して集計してい

ます。また、かっこ内の数値は、前回令和元年度調査のものです。 

 

ア 住みごこちについて 

(ｱ) 全体的な評価 

 「住みやすい」が２０．３％（２２．７％）、「どちらかといえば住みやすい」が

４８．４％（５０．４％）となり、これらを合わせたよい評価の割合が６８．７％

（７３．１％）と、全体のおよそ７割の市民が住みやすいと感じています。 

 

【住みごこちの割合】 

 

(ｲ) 分野別評価 

分野別評価（全３１項目）で「よい」「どちらかといえばよい」の割合の合計がも

っとも高い分野は「食の安全・安心」で４９．６％4（５２．２％）、これに「公園

n=

今回 1,141

前回 1,112

20.3

22.7

48.4

50.4

21.4

18.5

7.4

6.4

2.5

2.0
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住みやすい どちらかといえば住みやすい どちらともいえない どちらかといえば住みにくい 住みにくい .
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や緑地、街路樹など緑の豊かさ」が４４．８％（４５．１％）、「ごみの収集・処理

やリサイクルへの取り組み」が４４．１％（４２．８％）と続き、以下は「健康診

断や予防接種などの受けやすさ」、「市役所の窓口サービス」、「病院などの医療機関

の利用しやすさ」の順となりました。 

 

【「よい」「どちらかといえばよい」の割合の合計が高い分野 上位１０項目】 

  ※前回調査「広報あきたなど市政情報の得やすさ」との比較 

 

一方、「どちらかといえば悪い」「悪い」の割合の合計がもっとも高い分野は「産

業や雇用の状況」で７２．２％（６９．９％）、これに「冬期の除雪」が６６．９％

（６２．３％）、「バス、電車などの利用しやすさ」が６２．２％（５８．４％）で

続き、以下は「まちのにぎわい」、「大雨、地震など自然災害への安全性」、「観光地

としての魅力」の順となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位
（今回）

順位
（前回）

項目
「よい」「どちらかといえばよい」
の割合（前回調査比）

1 1 食の安全・安心 49.6 ％ （－ 2.6ポイント）

2 2 公園や緑地、街路樹など緑の豊かさ 44.8 ％ （－ 0.3ポイント）

3 3
ごみの収集・処理やリサイクルへの取り
組み

44.1 ％ （＋ 1.4ポイント）

4 5 健康診断や予防接種などの受けやすさ 32.1 ％ （－ 0.6ポイント）

5 6 市役所の窓口サービス 28.2 ％ （－ 0.7ポイント）

6 7 病院などの医療機関の利用しやすさ 26.5 ％ （＋ 0.3ポイント）

7 10 まちなみなどの景観 25.3 ％ （＋ 2.6ポイント）

8 4
広報あきた･市政テレビ･SNSなど市政
情報の得やすさ※

25.1 ％ （－ 8.5ポイント）

9 9 買い物のしやすさ 23.4 ％ （＋ 0.2ポイント）

10 12 環境保全への取り組み 20.7 ％ （－ 1.3ポイント）
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【「どちらかといえば悪い」「悪い」の割合の合計が高い分野 上位１０項目】

 

 

イ 秋田市の施策について 

もっとも力を入れて欲しい施策については、「冬期の除雪」の割合が１８．７％ 

（１７．６％）でもっとも高く、次いで「雇用対策」が９．９％（１５．２％）で続

きました。また、前回調査では上位５項目にはなかった「子育て支援」が今回は３位

となり、ニーズの高まりがうかがえます。 

 

【「もっとも力を入れて欲しい施策」上位５項目】 

 

 

 

 

順位
（今回）

順位
（前回）

項目
「どちらかといえば悪い」「悪い」
の割合（前回調査比）

1 1 産業や雇用の状況 72.2 ％ （＋ 2.2ポイント）

2 2 冬期の除雪 66.9 ％ （＋ 4.6ポイント）

3 4 バス、電車などの利用しやすさ 62.2 ％ （＋ 3.8ポイント）

4 3 まちのにぎわい 59.8 ％ （－ 0.7ポイント）

5 14 大雨、地震など自然災害への安全性 54.7 ％ （＋ 29.4ポイント）

6 5 観光地としての魅力 51.8 ％ （－ 1.4ポイント）

7 6
経済・学術交流などの国際化の進みぐ
あい

48.1 ％ （＋ 7.5ポイント）

8 7
レジャー･娯楽などレクリエーションのし
やすさ

40.4 ％ （＋ 1.3ポイント）

9 9 道路の整備状況 36.5 ％ （＋ 6.0ポイント）

10 8 高齢者・障がい者の生活のしやすさ 33.1 ％ （－ 2.1ポイント）

前回調査 今回調査

順位 項目
割合
（％）

順位 項目
割合
（％）

前回
との差

1 冬期の除雪 17.6 1 冬期の除雪 18.7 1.1

2 雇用対策 15.2 2 雇用対策 9.9 -5.3

3 商工業の振興や地元経済の活性化 8.6 3 子育て支援 8.8 2.5

4 バス路線の維持 7.4 4 バス路線の維持 8.5 1.1

5 高齢者福祉 7.0 5 商工業の振興や地元経済の活性化 6.4 -2.2

7 子育て支援 6.3

8 高齢者福祉 5.2 -1.8
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ウ 創生戦略事業について 

(ｱ) 重要度および満足度 

重要度がもっとも高いのは戦略４「子どもを生み育てやすい社会づくり」、次い

で戦略１「先端技術を活用した地域産業の振興としごとづくり」で、前回調査と順

位が入れ替わりました。 

満足度がもっとも高いのは戦略２「芸術文化・スポーツ・観光による都市の魅力

向上」、次いで戦略５「いきいきと暮らせる健康長寿社会づくり」、戦略３「未来に

つなぐ環境立市あきたの推進」で、前回調査と順位が大きく入れ替わりました。 

 

【創生戦略の重要度と満足度】 

※戦略１、３の戦略名は、今回と前回で異なる。 

 

○重要度・満足度の算出式 

［「高い(満足)」の回答者数×２］+［「どちらかといえば高い(満足)」の回答者数×１］+ 

［「どちらかといえば高くない(不満)」の回答者数×－１］+［「高くない(不満)」の回答者数×－２］ 

有効回答数×２ 

 

縦軸を重要度、横軸を満足度とする散布図において、点数を座標として置き、平

均点を軸とした四象限のそれぞれを『重点改善分野』、『重点維持分野』、『改善分野』、

『維持分野』とすると、戦略４「子どもを生み育てやすい社会づくり」および戦略

１「先端技術を活用した地域産業の振興としごとづくり」は『重点改善分野』に位

置しており、今後の一層の改善が求められる分野です。 

また、戦略３「未来につなぐ環境立市あきたの推進」は、前回『維持分野』であ

ったのに対し、今回は『改善分野』に位置していることから、重点化の必要性は相

対的に低いものの、今後改善に取り組むべき課題となっています。 

 

×100 

戦略１　先端技術を活用した地域産業の振興としごとづくり 2位 19.0 1位 29.0 5位 -21.4 5位 -38.4

戦略２　芸術文化・スポーツ・観光による都市の魅力向上 4位 7.5 4位 7.5 1位 -9.3 3位 -11.2

戦略３　未来につなぐ環境立市あきたの推進 5位 5.0 5位 -2.1 3位 -15.5 1位 -3.9

戦略４　子どもを生み育てやすい社会づくり 1位 29.2 2位 28.4 4位 -21.2 4位 -18.6

戦略５　いきいきと暮らせる健康長寿社会づくり 3位 12.5 3位 10.7 2位 -12.9 2位 -11.1

平均値 14.6 14.7 -16.1 -16.6

重要度 満足度

今回 前回 今回 前回
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【創生戦略の重要度と満足度の散布図】 

 

(ｲ) ニーズ度 

各戦略のニーズ度を算出した結果、戦略４「子どもを生み育てやすい社会づくり」

のニーズ度がもっとも高く、次いで戦略１「先端技術を活用した地域産業の振興と

しごとづくり」が続きました。 

前回調査と比較すると、戦略１「先端技術を活用した地域産業の振興としごとづ

くり」は大きくニーズ度が減少した一方、戦略３「未来につなぐ環境立市あきたの

推進」は大きく増加しました。その他の戦略については、概ね前回同様の結果とな

りました。 

 

【創生戦略のニーズ度（重要度－満足度）】 

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

-50.0 -40.0 -30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0

戦略１ 先端技術を活用した地域産業の
振興としごとづくり

戦略２ 芸術文化・スポーツ・観光に
よる都市の魅力向上

戦略４ 子どもを生み育てやすい
社会づくり

戦略５ いきいきと暮らせる
健康長寿社会づくり

戦略３ 未来につなぐ環境立市あきたの推進

【重点改善分野】 【重点維持分野】

【維持分野】【改善分野】

重
要
度

（
高
い
）

（
低
い
）

満足度（低い） （高い）

満足度平均
-16.1点

重要度平均
14.6点

40.4(67.4)

16.8(18.7)

20.5(1.8)

50.4(46.9)

25.4(21.7)

0 10 20 30 40 50 60

戦略１ 先端技術を活用した地域産業の振興としごとづくり

戦略２ 芸術文化・スポーツ・観光による都市の魅力向上

戦略３ 未来につなぐ環境立市あきたの推進

戦略４ 子どもを生み育てやすい社会づくり

戦略５ いきいきと暮らせる健康長寿社会づくり

： 今回 ：前回
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エ 人口減少社会について 

(ｱ) 秋田市の少子化の要因 

「非正規雇用など不安定な雇用環境や少ない収入」の割合が６７．５％ 

（６６．４％）ともっとも高く、次いで「晩婚化の進行や婚姻数の減少」が 

５１．６％（５４．５％）、「子育て費用や教育費などの経済的な負担」が５０．９％

（５３．５％）で続き、この３項目が５割を上回る高い割合となりました。経済面

に関する項目の割合が上位にあり、経済状況が少子化に大きく影響しているとの認

識がうかがえます。 

 

【 少子化の要因として影響が大きいと思うもの（割合が高い順）】 

 

(ｲ) 秋田市に住み続けたいか 

「住み続けたい」が５５．０％（５６．７％）でもっとも高く、次いで「事情が

許せば、住み続けたい」が１８．１％（１７．７％）で、これらを合わせた割合は 

７３．１％（７４．４％）となりました。一方で、「市外（大都市圏）で暮らした

い」と「市外（大都市圏以外）で暮らしたい」を合わせた割合は１０．１％ 

（１０．０％）、「市外で暮らしたいが、いずれは秋田市に戻りたい」が１．３％ 

（１．３％）となりました。 

【秋田市に住み続けたいかの割合】

 

n=

今回 1,295

前回 1,480

55.0

56.7

18.1

17.7

5.2

6.1

4.9

3.9

1.3

1.3

13.5

12.7

2.1

1.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

住み続けたい 事情が許せば、住み続けたい

市外（大都市圏）で暮らしたい 市外（大都市圏以外）で暮らしたい

市外で暮らしたいが、いずれは秋田市に戻りたい どちらともいえない

前回調査 今回調査

順位 項目
割合
（％）

順位 項目
割合
（％）

前回
との差

1
非正規雇用など不安定な雇用環境や少な
い収入

66.4 1
非正規雇用など不安定な雇用環境や少な
い収入

67.5 1.1

2 晩婚化の進行や婚姻数の減少 54.5 2 晩婚化の進行や婚姻数の減少 51.6 -2.9

3 子育て費用や教育費などの経済的負担 53.5 3 子育て費用や教育費などの経済的負担 50.9 -2.6

4
子育てと仕事の両立に対する職場の理解
不足

28.1 4 男女の出会いの機会の減少 28.8 3.3

5 男女の出会いの機会の減少 25.5 5
子育てと仕事の両立に対する職場の理解
不足

24.7 -3.4

6
子どもを預けにくい環境（核家族化の進行
や保育施設・サービスの不足など）

22.0 6
夫婦や個人の生活を大切にする価値観を持
つ人の増加

21.5 2.6

7
夫婦や個人の生活を大切にする価値観を持
つ人の増加

18.9 7
子どもを預けにくい環境（核家族化の進行
や保育施設・サービスの不足など）

20.7 -1.3

8 子育てや家事への配偶者の協力不足 8.8 8 その他 8.3 3.7

9 その他 4.6 9 子育てや家事への配偶者の協力不足 7.9 -0.9
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(ｳ) 秋田市に住み続けるために必要なこと 

「雇用の場の確保」の割合が５４．７％（６１．６％）でもっとも高く、次いで

「非正規雇用など不安定な雇用の改善や収入の増加」が４３．１％（４４．６％）、

「若者にとって魅力のあるまちづくり」が４２．９％（４８．９％）と４割台で続

き、以下「高齢者向けの福祉・介護サービスなどの充実」、「子育て支援の充実」が

ともに２割台で続き、「子育て支援の充実」が新たに上位５項目に入りました。 

 

【「秋田市に住み続けるために必要なこと」上位項目】 

 
 

 (2) 指標の達成状況 

      前計画では、将来都市像の施策ごとに指標を設定して毎年度その進捗管理を行い、

翌年度以降の施策の検討などに活用してきました。令和６年度末時点の実績と前計画

の将来都市像ごとの要点は以下のとおりであり、最終年度の令和７年度末時点の達成

状況は令和８年度に取りまとめる予定です。 

  
 

ア 将来都市像１「豊かで活力に満ちたまち」 

企業誘致関連や農業関係、関係人口の創出・拡大関連は目標値を上回っている一方

で、新規設立法人の開業率や市内大学卒業者の市内就職率、観光客入込数などは、前

計画策定時を下回っています。 

 

 

 

 

前回調査 今回調査

順位 項目
割合
（％）

順位 項目
割合
（％）

前回
との差

1 雇用の場の確保 61.6 1 雇用の場の確保 54.7 -6.9

2 若者にとって魅力のあるまちづくり 48.9 2
非正規雇用など不安定な雇用の改
善や収入の増加

43.1 -1.5

3
非正規雇用など不安定な雇用の改
善や収入の増加

44.6 3 若者にとって魅力のあるまちづくり 42.9 -6.0

4
高齢者向けの福祉・介護サービスな
どの充実

29.5 4
高齢者向けの福祉・介護サービスな
どの充実

25.7 -3.8

5 まちのにぎわいの創出 22.9 5 子育て支援の充実 24.6 2.4

6 子育て支援の充実 22.2 6 まちのにぎわいの創出 23.8 0.9

構成比(%)

Ｓ 令和７年度目標の水準を上回っている 21 34.4

Ａ 策定時を上回っている 22 36.1

Ｂ 策定時から横ばい 1 1.6

Ｃ 策定時を下回っている 17 27.9

－ 実績把握不可のため評価対象外 - -

合計 － 61 100.0

前計画
策定時
比較評価

定　義
指標数
（R6)b
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   【主な指標】 

指標 策定時 令和６年度末 令和７年度目標 
評

価 

企業誘致件数および誘致

済企業等の新増設件数 

82 件 

（H27～R 元年

度） 

105 件 

（R2～R6 年度） 

88 件 

（R3～R7 年度） 
Ｓ 

農業法人数 

（認定農業者） 

49 経営体 

（R元年度） 
76 経営体 70 経営体 Ｓ 

秋田市ふるさと応援 

寄附金件数 

6,915 件 

（R 元年度） 
104,937 件 24,000 件 Ｓ 

開業率（新規設立法人数

／法人数） 

4.3％ 

（H27～R 元年度

平均値） 

3.5％ 

（R2～R6 年度平

均値) 

4.7％ 

（R3～R7 年度平

均値） 

Ｃ 

市内大学卒業者の 

市内就職率 

23.6％ 

（Ｒ2年 3月卒） 

23.4% 

(R7 年 3 月卒） 

33.3％ 

（Ｒ8年 3月卒） 
Ｃ 

観光客入込数 
7,456,537 人 

（R 元年） 
6,992,335 人 7,456,537 人 Ｃ 

 

イ 将来都市像２「緑あふれる環境を備えた快適なまち」 

環境保全関連は目標値を上回っているものが多くなっている一方で、道路の整備状

況の満足度や年間バス利用者数は、前計画策定時を下回っています。 

 

 【主な指標】 

指標 策定時 令和６年度末 令和７年度目標 
評

価 

市民一人１日当たりの 

家庭系ごみ 

（資源化物・水銀含有ご

みを除く）排出量 

509g 

（R 元年度） 
476g 約 480g Ｓ 

道路整備状況の満足度 
68.7％ 

（R 元年度） 
62.7% 75.0％ Ｃ 

年間バス利用者数 
7,245,554 人 

（R 元年度） 
5,941,696 人 7,500,000 人 Ｃ 

 

ウ 将来都市像３「健康で安全安心に暮らせるまち」 

全体的に年々改善しているものが多くなっている一方で、危機管理体制の確立は、

前計画策定時を下回っています。 

 

 

 

 



11 
 

 【主な指標】 

指標 策定時 令和６年度末 令和７年度目標 
評

価 

がんの 75 歳未満の年齢

調整死亡率（人口 10 万

対） 

77.6 

（H30 年） 

74.1 

（R5 年） 

69.8 

（R6 年） 
Ａ 

自主防災組織 

などによる防災 

訓練参加者数 

7,431 人 

（R 元年度） 
6,821 人 7,431 人 Ｃ 

 

エ 将来都市像４「家族と地域が支えあう元気なまち」 

福祉関連や保育所等の待機児童数、市民交流サロンの講座参加者数などは前年度を

上回って推移している一方で、あきた結婚支援センター登録会員における婚姻数（秋

田市民）は、前計画策定時を下回っています。 

 

 【主な指標】 

指標 策定時 令和６年度末 令和７年度目標 
評

価 

年度末における保育所等

の待機児童数 

60 人 

（R 元年度） 
0 人 16 人 Ｓ 

市民交流サロンの講座 

参加者数 

349 人 

（R 元年度） 
612 人 473 人 Ｓ 

あきた結婚支援センター

登録会員における婚姻数

（秋田市民） 

58 人 

（R 元年度） 
27 人 58 人 Ｃ 

 

オ 将来都市像５「人と文化をはぐくむ誇れるまち」 

社会教育の充実、高等教育の充実は目標値を上回っている一方で、市民文化の振興

は、前計画策定時を下回っています。 

 

 【主な指標】 

指標 策定時 令和６年度末 令和７年度目標 
評

価 

社会教育事業参加者数 
53,199 人 

（R 元年度） 
60,753 人 53,199 人 Ｓ 

地方公共団体や民間企業

等との受託事業・ 

共同研究数 

61 

（H27～R 元年度 

累計） 

72 

（R2～R6 年度 

累計 

65 

（R3～Ｒ7年度

累計） 

Ｓ 

文化施設の観覧者数 

（秋田市民） 

229,072 人 

（R 元年度） 
228,973 人 229,072 人 Ｃ 
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(3) 前計画からの主な変更点（前計画の検証等を踏まえた本計画への反映等） 

   本市を取り巻く社会情勢の変化や市民意識調査の結果、指標の達成状況のほか、総

合計画・地方創生懇話会などの意見等を踏まえ、前計画から主に次のような見直しを

行っています。 

    

   ア 将来都市像 

   (ｱ) 将来都市像 

    ａ 将来都市像の並び順を、主に「経済」や「人口の社会増」に関わること（将来

都市像１）、主に「人」や「市民協働」に関わること（将来都市像２・３）、主

に「暮らし」や「安全安心」に関わること（将来都市像４・５）の順番に整理し

直しました。 

   (ｲ) 将来都市像１「豊かで活力に満ちたまち」 

ａ 政策１「商工業・サービス業の振興」の施策において、起業支援の取組をさら

に進めるため、前計画の「企業の活性化の推進」を「企業の活性化の推進と起業

の促進」としました。また、若者や女性など地元定着の促進を図るため、「雇用

の拡大と質の向上」を「地元就職の促進と賃金水準の向上」としました。 

   (ｳ) 将来都市像２「多様な主体でつくる元気なまち」 

ａ 前計画の将来都市像４「家族と地域が支えあう元気なまち」を、家族と地域を

含む多様な主体でまちづくりを進める観点から、「多様な主体でつくる元気なま

ち」としました。 

ｂ 前計画の政策１「家族や地域を支える絆づくり」と政策４「市民の主体的な活

動の推進」を統合し、政策１として「主体性と多様性を尊重するまちづくり」と

し、「家族・地域の絆づくりの推進」は、「計画推進の基本姿勢」において整理

しました。 

ｃ 前計画の政策３「次代を担う子どもの育成」を、こどもと若者が主体となった

取組を進める観点から、「次代を担うこども・若者の成長支援」とし、施策２「若

い世代の育成支援」を「若者の希望の実現」としました。 

   (ｴ) 将来都市像３「人と文化をはぐくむ誇れるまち」 

ａ 前計画の政策１「文化の創造」を、文化の創造・発展・継承を包含する「文化

の振興」とし、施策２「市民文化の振興」を「市民文化活動の推進」としました。 

ｂ 政策１「文化の振興」の施策において、前計画の「文化財の保存と活用」を、

より広義の意味を持つ「文化遺産の保存と活用」としました。 

ｃ 前計画の政策２「教育の充実」を、多くの高等教育機関が立地する本市の特徴

をいかした取組を進める観点から、「教育の充実・大学等との連携推進」とし、 

 施策として「大学等や大学生等との連携」を追加しました。 

   (ｵ) 将来都市像５「緑あふれる持続可能なまち」 

    ａ 前計画の将来都市像２「緑あふれる環境を備えた快適なまち」を、より将来を

見据えた表現として、「緑あふれる持続可能なまち」としました。 

ｂ 政策２「都市基盤の確立」の施策において、前計画の「道路整備の推進」の目

的を明確にするため、「安全安心な道路環境の整備」としました。 
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  イ 総合計画推進のために（計画推進の基本姿勢） 

   (ｱ) 前計画の「計画推進にあたっての視点」を、総合計画に掲げる取組を進めるにあ

たり、市職員が共通して意識していくべきものとして整理し、「計画推進の基本姿

勢」としました。 

(ｲ) 多様な市民の思いやニーズを踏まえた実効性のある企画立案、実施、評価等を行

うとともに、対話を契機とした市民参加の促進を図るため、計画推進の基本姿勢と

して「対話によるまちづくりを推進します」を追加しました。  

(ｳ) 前計画の「市民協働」と「家族・地域の絆づくり」を統合し、多様な主体が公共 

を支える市民協働に取り組むとともに、家族・地域・社会のつながり、絆づくりを

推進するため、「市民協働と絆づくりを推進します」としました。 

(ｴ) 目的やターゲットを意識したわかりやすく親しみやすい広報・ＰＲを推進する

ため、計画推進の基本姿勢として「伝える、伝わる広報・ＰＲを推進します」を追

加しました。 

 

ウ プラスの循環戦略 

(ｱ) 戦略の名称・構成 

前計画の「創生戦略」を改め、県都としての経済力や活力をさらに高め、その果

実を各世代の暮らし、医療、福祉、防災・減災などに充てる「プラスの循環」を生

み出すため、「プラスの循環戦略」として、５つの戦略と、戦略ごとの重点プログ

ラムを設定しました。 

 (ｲ) 戦略１「地域産業の活力を高め、働きがいのあるしごとの場をつくる」 

 ａ 前計画の戦略１「先端技術を活用した地域産業の振興としごとづくり」を、企

業誘致や起業、若者等の地元就職のさらなる促進を図るため、「地域産業の活力

を高め、働きがいのあるしごとの場をつくる」としました。 

ｂ 前計画の重点プログラムⅣ「秋田港をいかした環日本海貿易の促進」と重点プ

ログラムⅤ「先端技術を活用した地域の活性化」を、幅広く地域の強みとしてい

かしていくため、重点プログラムⅠ「地域の強みをいかした産業の育成・創出」

に統合しました。 

ｃ 本市沖で洋上風力発電の建設が進むことを好機と捉え、再生可能エネルギー 

１００％の供給を目指す工業団地の整備や再エネ関連企業の誘致、関連産業の人

材育成・地元企業の参入促進をさらに進めるため、重点プログラムⅡに「新エネ

ルギー関連産業の集積・振興」を追加しました。 

ｄ 前計画の重点プログラムⅡ「都市と共生する活力ある農業の実現」を、将来に

わたって持続可能な農業の実現に向け、農業者の生産力向上と新規就農者や担い

手の確保を図ることを明確にするため、「生産拡大と経営安定化による持続可能

な農業の実現」としました。 

ｅ 前計画の重点プログラムⅢ「正規雇用拡大等による雇用の質の向上」を、若者

や女性、高齢者等の地元就職の促進やキャリアアップ等の人材育成、働き方の多

様化などへの対応を推進するため、「地元への就業機会の拡大と人材確保・育成

支援」としました。 

(ｳ) 戦略２「まちの魅力を高め、秋田市への新しいひとの流れをつくる」 

 ａ 前計画の戦略２「芸術文化・スポーツ・観光による都市の魅力向上」を、芸術
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文化やトップスポーツで本市の魅力を高めながら、観光振興や移住促進、ふるさ

と納税等を通じて、交流人口、移住者、関係人口の増加を図るため、「まちの魅

力を高め、秋田市への新しいひとの流れをつくる」としました。 

ｂ 前計画の重点プログラムⅢ「観光振興とセールス・プロモーションの強化」を、

より戦略的な観光誘客により、国内外からの観光客の増加を図るため、「地域資

源の磨き上げと戦略的ＰＲによる観光振興の推進」とし、重点プログラムⅠとし

ました。 

ｃ 市民や国内外に向け、本市の魅力や暮らしの豊かさなどをブランディングし、

一体的に発信するため、重点プログラムⅣに「シティプロモーションの推進と関

係人口の拡大」を追加しました。 

ｄ 多様化する移住・定住のニーズを踏まえた戦略的な取組により、さらなる移住

者の増加と定住を図るため、重点プログラムⅤに「移住・定住の促進」を追加し

ました。 

(ｴ) 戦略３「こども・若者の希望が叶うまちをつくる」 

ａ 前計画の戦略４「子どもを生み育てやすい社会づくり」を、子育て支援のさら

なる充実に加え、若者がいきいきと住み続けられる環境の実現を図るため、「こ

ども・若者の希望が叶うまちをつくる」としました。 

ｂ 前計画の重点プログラムⅠ「支えあいによる子ども・子育て家庭への支援」を、

子育て当事者への経済的な支援の充実や不安の解消に一層取り組むため、「安心

してこども生み育てられる細やかな支援」としました。 

ｃ 前計画の重点プログラムⅢ「若い世代の希望の実現」を、若者の活躍をこれま

で以上に後押しするため、「若者の希望と挑戦を応援するまちの推進」としまし

た。 

(ｵ) 戦略４「誰もが健康でいきいきと暮らせるまちをつくる」 

 ａ 前計画の戦略５「いきいきと暮らせる健康長寿社会づくり」を、高齢者に限ら

ず、市民の生活満足度や幸福度の向上に向け、市民の健康づくりや福祉の充実を

図るため、「誰もが健康でいきいきと暮らせるまちをつくる」としました。 

 ｂ 前計画の重点プログラムⅣ「将来にわたり持続可能な公共交通の実現」を、高

齢者に限らず、地域全体の課題として持続可能な都市環境の形成を図る観点か

ら、戦略５の重点プログラムⅡに移行しました。 

(ｶ) 戦略５「災害に強く、安全安心で持続可能なまちをつくる」 

 ａ 防災、公共交通、環境保全などの観点から、将来にわたって持続可能で住み続

けられる都市環境の形成を図るため、前計画の戦略３「未来につなぐ環境立市あ

きたの推進」を統合し、新たに戦略５を「災害に強く、安全安心で持続可能なま

ちをつくる」としました。 

 ｂ 近年、頻発化・激甚化する豪雨災害や近年の市街地におけるクマの出没といっ

た様々な危険に対応するため、重点プログラムⅠに「災害に強いまちづくりの推

進」を追加しました。 

 

３ 計画策定の背景 

  計画策定の背景となる人口動向や財政状況などの分析を行いました。 

 (1) 本市の人口動向と推計人口等 



15 
 

  ア 人口動向について 

      本市の人口は、戦後、周辺町村との合併を経て人口が急増し、高度経済成長期以

降も一貫して増加を続けましたが、２００３（平成１５）年には減少に転じていま

す。２００５（平成１７）年には河辺町・雄和町と合併して３３万人に達しました

が、その後も減少が続き、現在は約２９万２千人となっています。 

     社会動態については、１９８０年代後半のいわゆるバブル経済期などを除き、転

入超過（社会増）の傾向が続いてきましたが、２００２（平成１４）年以降は、東

日本大震災後の一時的な転入超過を除き、転出超過（社会減）の傾向が続いていま

す。 

      近年の人口移動の状況をみると、秋田県内からの転入と東京圏への転出が相当部

分を占め、年齢階級別では、転出超過数に占める「１５～１９歳」および「２０～

２４歳」の割合が高くなっており、高校・大学等を卒業後、東京圏への進学者・就

職者が多いことが要因と考えられます。 

    自然動態については、出生率低下等の影響で、１９７０年代以降一貫して出生数

が減り続けましたが、２００４（平成１６）年までは平均余命の延びを背景に死亡

数がそれほど増えず、自然増となっていたものの、２００５（平成１７）年以降は、

死亡数が出生数を上回る自然減となっており、年々その傾向が強まっています。 

     このように、若者を中心とした県外への転出超過（社会減）と、出生数の減少・

死亡数の増加（自然減）が相まって進むことが、本市の人口減少の要因となってい

ると考えられます。 

 

【本市人口の推移】 

 

※合併前の旧河辺町および旧雄和町を含んだ場合、人口のピークは 2002（平成 14）年の 337,246 人であり、 

この年以降、人口が減少していることになる。 

秋田市情報統計課による推計人口、社人研「日本の地域別将来推計人口」 
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【出生・死亡数、転入・転出数の推移】 

 
出生数、死亡数、転入数、転出数は、秋田市市民課の資料に基づき、情報統計課が集計

 

 

【総人口の推移に与えてきた自然増減と社会増減の影響】 

 
 

  イ 推計人口と目指すべき将来人口について 

   (ｱ) 推計人口 

本市の人口は、死亡数が出生数を上回る自然減の傾向が年々強まっていることに 

加え、高校や大学等の卒業に伴う転出が顕著であるなど、社会減の傾向も続いてい 

ます。 
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      このような状況が続いた場合、国立社会保障・人口問題研究所によると、 

２０２０（令和２）年の人口約３０万８千人が、２０４０（令和２２）年には約 

２５万２千人まで減少すると推計されています。 

   (ｲ) 目指すべき将来人口 

       この約２５万２千人という人口は、１９７０年代後半と同規模ですが、人口構造 

の面からみると、年少・生産年齢人口の減少と老年人口の増加により、老年人口割 

合が約４０％に達すると予想され、約６％だった当時と大きく異なる問題を抱えて 

います。 

     こうした状況に今すぐ歯止めをかけることは困難ですが、本市の経済や医療・介 

護、地域コミュニティなどに与える影響等をしっかりと検証した上で、県都として 

の経済力や活力をさらに高め、「プラスの循環」を生み出すなど、人口減少対策に 

徹底して取り組む必要があります。 

     多様な施策を展開することにより、本市では、秋田県人口ビジョン（令和４年３

月改訂）における合計特殊出生率の仮定を勘案し、２０４０（令和２２）年に国 民

の希望出生率１．８程度、２０５５（令和３７）年に人口置換水準２．０７を達成

するとともに、２０３０（令和１２）年に若い世代の転入・転出が均衡し、全体で

転入超過に転じ、それ以降も転入超過が続くと仮定した結果、２０４０（令和２２）

年の約２６万３千人を本市の目指すべき将来人口とするものです。 

※仮定値については、直近の秋田県人口ビジョンを踏まえ設定します。 

 

【推計人口と目指すべき将来人口】 
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(2) 財政状況 ※R８当初予算（案）・R8 年度中長期財政見通し確定後差替予定 

今後の本市の財政状況は、歳入・歳出ともに減少傾向にありますが、毎年度、歳出が

歳入を上回る収支不足の状況が見込まれます。また、財政調整基金および減債基金の主

要２基金※の残高が低水準で推移していることから、歳入規模に見合った歳出構造を堅

持し、基金の取崩しに依存しない財政運営とすることが課題となっています。 

   特に、令和８年度は、事業所税の課税要件喪失による市税の減少が見込まれるため、 

新規財源の開拓などによる歳入確保のほか、事業見直しなどの徹底した歳出の抑制が

求められる状況となっています。 

 

ア 歳入・歳出 

歳入は、人口減少の影響により、根幹をなす市税では、事業所税の課税要件喪失 

による減少が見込まれるほか、地方交付税の減少も見込まれるなど、歳入規模は縮小

していくものと見通しています。 

歳出は、義務的経費では、措置費および公債費※は横ばいで推移する一方、人件費

は、定年延長により退職手当が毎年度増減するものの、全体では８年度以降微増傾向

で推移すると見込んでいます。政策経費は、全体で減少すると見込み、これらにより、

歳出規模は縮小していくものと見通しています。 

 

 

【歳入・歳出等の推移】 

 
 

イ 市債※残高 

市債※残高は、施設整備・改修等の事業量に応じた市債発行額の減少により、減少

していくと推計しています。市債※は、世代間負担の公平性の観点から公共事業など

の財源として活用していますが、その償還が財政構造の硬直化を招く要因となること

から、事業の年度間調整や発行の抑制などの取組が必要となっています。 
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【市債※、公債費※等の推移】 

             (単位：百万円) 

    

７年度 

【骨格予算】 
８年度 ９年度 10 年度 11 年度 12 年度 

市債発行額 10,611 8,757 8,346 8,209 7,701 5,347 

公債費（元金償還額） 12,749 12,489 12,636 12,264 12,259 12,384 

年度末市債残高 149,516 145,784 141,494 137,439 132,881 125,844 

 

４ 計画の期間と構成 

 (1) 計画の期間 

   本計画は、令和８年度から１２年度までの５年間を計画期間とします。 

 (2) 計画の構成 

   本計画は、「基本構想」と「推進計画」の２部構成としています。 

   「基本構想」は、本市の総合的かつ計画的な行政経営を図るため、５年間の計画期

間を通した目指す姿とそれを実現するための基本的な考え方を示すものであり、「基

本構想の意義」「基本理念」「将来都市像」「総合計画推進のために」および「プラス

の循環戦略」で構成されます。 

   「推進計画」は、基本構想で定めた基本理念を踏まえ、計画期間内の具体的な取組

を示すものであり、「推進計画の意義」「計画実施にあたっての取組」「将来都市像

別推進計画」「プラスの循環戦略別推進計画」「財政推計」および「地域別整備方針」

で構成されます。 

 (3) 秋田市まち・ひと・しごと創生総合戦略との関係 

   本市では、まち・ひと・しごと創生法（平成２６年法律第１３６号）に基づく地方

版総合戦略として、総合計画から地方創生（人口減少）に関する事項を取り込む形で、

平成２７年度から「秋田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（以下「総合戦略」とい

います。）を策定してきました。 

   総合戦略の基本目標や具体的な施策、指標など、総合計画と共通する部分が多いこ

とを踏まえ、地方創生・人口減少対策の方向性をわかりやすく示し、各種施策をより

力強く推し進めるため、本計画の推進計画と統合します。 
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第１ 基本構想の意義

１ 基本構想の位置付け

基本構想は、本市の総合的かつ計画的な行政経営を図るため、５年間の計画期

間を通した目標とそれを実現するための基本的な考え方を示すものです。

２ 基本構想の構成

基本構想は 「基本理念 「将来都市像 「総合計画推進のために」および「プ、 」 」

ラスの循環戦略」で構成されます。

(1) 基本理念

目指すべき本市の姿を設定したものです。

(2) 将来都市像

基本理念のもとに目指す大局的な方向性として設定したものです。

将来都市像ごとに「政策」および「施策」に細分化し、体系図を示していま

す。

(3) 総合計画推進のために

基本構想および推進計画の推進にあたって、市職員が分野を問わず共通して

意識していくべき基本姿勢を設定したものです。

(4) プラスの循環戦略

人口の社会増への転換と持続可能な社会の実現に向け、将来都市像別の体系

にとらわれずに、必要な分野において一体的かつ集中的に経営資源を投入して

取り組むため、設定したものです。各戦略に「重点プログラム」を定め、推進

計画において、戦略ごとに数値目標を、重点プログラムごとにＫＰＩ を設定※

しています。
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総合計画の体系

目指すべき本市の姿

基本理念のもとに目指す大局的な方向性

政策 将来都市像実現に向けた政策

施策 政策に基づく取組の方向性

将来都市像別の体系にとらわれずに、一体的かつ集中
的に経営資源を投入して取り組む分野

重点プログラム 各戦略の実現のための方策

総合計画の推進にあたって、市職員が共通して意識して
いくべき基本姿勢

施策の方針に基づく個別の事務事業

重点プログラムに基づくねらい達成のための個別の事務
事業

各戦略・各重点プログラムにおける目標を数値化した指
標

戦略事業

推進計画
（秋田市まち・ひと・しごと
創生総合戦略と統合）
（具体的な取組）

基本構想
（５年間の目標とそれを実現
するための基本的な考え方）

計画推進のために
（計画推進の基本姿勢）

数値目標・ＫＰＩ

取組・事業

基本理念

将来都市像

プラスの循環戦略

基本構想

推進計画
（秋田市まち・ひと・しごと創生総合戦略）

基本理念

取組・事業

総合計画
秋田市『プラスの循環』プラン

重点プログラム

戦略事業

将来都市像

政策

施策
プラスの循環戦略

施策の方針

総合計画
推進のために
（計画推進の
基本姿勢）

ねらい・取組
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第２ 基本理念

人口減少・少子高齢化が進行する中、地域の活力を高め、心豊かな暮らしを次の

世代に引き継いでいくためには、市民一人ひとりの毎日が輝いていなければなりま

せん。

○年齢や性別などを問わず、自分らしくいきいきと輝いている「人」

○にぎわいにあふれ、多彩な魅力に満ちている「まち」

○四季の移り変わりのように彩り豊かで、心うるおう「くらし」

本市では、前計画の基本理念「ともにつくり ともに生きる 人・まち・くら

し」のもと、市と市民が協力しあいながら、その実現に取り組んできました。こう

したこれまでの取組を土台としながら、さらなる発展につなげていくためには、自

分らしい生き方や可能性の追求、新しいことへの挑戦をためらわない環境やまちの

雰囲気が大切であり、それぞれの個性や価値観を互いに尊重し、共感しあう社会を

築くことが求められます。

共感は、多様性と寛容性から生まれ、誰にとっても心地よいくらしと、個性や能

力を発揮できる居場所や仲間をつくります。人と人が交わり、体験を共有し、喜び

をわかちあうことを通じて、新たな価値を創造する共創へとつながります。

市と市民、市民と市民の対話を大切にしながら、共感と共創を通じて、人・ま

ち・くらしがいたるところで響きあい、心を躍らせ、輝きあう毎日の実現を目指し

ていくこととし、基本理念を次のように定めます。

響きあう 心躍る 人・まち・くらし
～ 共感と共創で輝く秋田市へ ～
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第３ 将来都市像

基本理念のもとに目指す大局的な方向性として、次の５つの将来都市像を設定し、

将来都市像ごとの政策および施策について、体系として表します。

１ 豊かで活力に満ちたまち

２ 多様な主体でつくる元気なまち

３ 人と文化をはぐくむ誇れるまち

４ 健康で安全安心に暮らせるまち

５ 緑あふれる持続可能なまち

将来都市像施策体系

将来都市像 政策

１豊かで活力に満ちたまち － １商工業・サービス業の振興 － ①企業立地・事業拡大の推進

－ ②企業の活性化と起業の促進

－
③地元就職の促進と賃金水準の向
上

－ ④貿易と物流の拡大

－ ２農林水産業の振興 －
①農林水産業経営の確立と食料の
安定供給

－
②戦略的で多様なアグリビジネス
の促進

－
③農山村地域の活性化と森林整備
の推進

－
３交流人口の拡大と関係人口の創
出、移住促進

－ ①シティプロモーションの推進

－ ②観光振興の推進

－ ③にぎわいの創出

－
④スポーツの力をいかした地域活
性化

－ ⑤関係人口の創出・拡大

－ ⑥移住の促進

2多様な主体でつくる元気なまち －
１主体性と多様性を尊重するまち
づくり

－ ①市民による地域づくりの推進

－ ②市民活動の促進

－ ③男女共生社会の実現

－ ２地域福祉の充実 － ①地域福祉の推進

－ ②障がい者福祉の充実

－ ③高齢者福祉の充実

－
３次代を担うこども・若者の成長
支援

－ ①こども・子育て環境の充実

－ ②若者の希望の実現

施策
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将来都市像 政策

3人と文化をはぐくむ誇れるまち － １文化の振興 － ①文化遺産の保存と活用

－ ②市民文化活動の推進

－ ③生涯スポーツの推進

－ ④国際交流の推進

－
２教育の充実・大学等との連携推
進

－ ①社会教育の充実

－ ②学校教育の充実

－ ③高等教育の充実

－ ④大学等や大学生等との連携

4健康で安全安心に暮らせるまち － １安全な生活の実現 － ①危機管理体制の確立

－ ②災害や雪に強いまちの確立

－ ③防犯・交通安全体制の確立

－ ２安心して暮らせる毎日の実現 －
①健全な消費・生活衛生環境の確
保

－ ②食育の推進

－ ③保健・医療体制の充実

－ ④消防・救急体制の充実

－ ⑤社会保障制度の適正な運営

5緑あふれる持続可能なまち － １環境との調和 － ①環境保全の推進

－ ②循環型社会の推進

－ ③脱炭素社会の推進

－ ２都市基盤の確立 － ①秩序ある都市環境の形成

－ ②住宅環境の整備

－ ③上下水道サービスの提供

－ ④安全安心な道路環境の整備

－ ⑤公共交通の確保・維持

施策



28

将来都市像１ 豊かで活力に満ちたまち

産業振興により地域経済を活性化し、しごととにぎわいを創出することにより都市と

しての求心力を高め、多様な交流や連携を構築し、県都として周辺圏域の発展を牽引す

る「豊かで活力に満ちたまち」を目指します。

政策１ 商工業・サービス業の振興

○工業

【現状と課題】

人口減少に伴う労働力不足や原材料価格の高騰、そして国内外の競争が激化する

中、本市の製造業においては、個々の企業が技術力、開発力を高めていきながら、

より高付加価値の製品の製造へとシフトしていくとともに、研究開発の促進や技術

の集積によって、産業としての厚みを増すことが求められています。

また、若者の地元定着を促進するための施策や外国人労働者の受け入れなどを通

じて労働力を確保するとともに、ＡＩなどの導入や生産プロセスの改善、自動化な

どの促進により、生産性の向上とコスト削減を図るほか、新しい製造技術の導入に

官民が連携して取り組むなど市内企業の競争力を強化する必要があります。

【取組の方向】

労働力不足の解消や生産性向上などに向けた設備導入を促進するとともに、経営

基盤の強化に向けて国や県等と連携した相談・支援体制を強化するほか、既存誘致

企業やその本社・親会社を定期的に訪問することで企業ニーズを把握し、設備投資

等の競争力の強化を働きかけていきます。

再生可能エネルギー関連産業は、部品製造やメンテナンスなど裾野が広く、多く

のビジネスチャンスがあります。今後、洋上風力発電をはじめとする再生可能エネ

ルギーのさらなる導入が予想されることから、人材の育成・確保や設備投資等の支

援を行い、本市経済の活性化や関連産業の振興を図ります。

○企業誘致

【現状と課題】

近年、社会経済情勢の変化に伴うグローバルサプライチェーン の見直しや、国※

の国内投資支援策の後押しもあり、製造業を中心とする国内投資が各地で進展して

いるほか、情報通信業などでは、大都市圏における人材確保の困難さや自然災害等

のリスク分散のため、地方進出を検討する企業が増えています。

一方で、市内には、産業用地やオフィスビルが不足し、企業誘致や既存企業の事

業拡大の支障となっていることから、企業立地等による雇用の創出と地域経済への

波及効果を最大化するため、進出企業のニーズに対応した産業用地やオフィススペ

ースの確保が求められています。

【取組の方向】
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本市が重点的に集積を進めてきた電子部品・デバイス 等の製造業や物流業、再※

生可能エネルギー関連企業とともに、若者・女性の活躍が期待される情報通信業の

企業誘致に取り組みます。

産業用地等の不足に対しては、北部地区に再生可能エネルギーを供給する工業団

地の整備を行っていくほか、今後の需要動向を捉え、民間事業者との連携を視野に

入れながら製造業等の進出に必要な産業用地やオフィススペースの確保に取り組み

ます。

引き続き、各種優遇制度に加え、人材確保のしやすさや災害の少なさなど、本市

の優位性を広くアピールした誘致活動を県との連携により推進し、若者の地元定着

やＡターン、地域産業の活性化につながる企業誘致に積極的に取り組みます。

○商業・サービス業

【現状と課題】

人口減少・少子高齢化の進行に伴う継続的な人手不足や長引く物価高など、本市

の商業・サービス業を取り巻く環境は、厳しい状況に置かれています。

特に、仕入単価や人件費の上昇を販売価格に転嫁できていない状況にあることか

ら、先端設備の導入やデジタル化等による生産性の向上が課題となっています。

中心市街地 や商店街では、融資あっせんや補助制度により事業資金を支援する※

ことで、空き店舗・空きテナントへの出店が促進され、にぎわい創出にも一定の効

果が現れており、継続的な取組が求められています。

【取組の方向】

中小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）における先端設備等導入計画

の認定融資あっせんなどにより、人手不足の解消や生産性の向上を支援します。

また、商工団体や金融機関と連携しながら、ファンドの活用などにより、円滑な

事業承継を支援します。

中心市街地 や商店街においては、引き続き補助制度などにより、空き店舗・空※

きテナントの活用に努め、さらなる集客の向上を目指します。

○中小企業経営

【現状と課題】

本市企業の大部分を占める中小企業は、地域経済を支える重要な役割を担ってい

ますが、人口減少等の進行による国内市場の縮小、グローバル化の進展による競争

の激化等により、これらの事業者を取り巻く環境は厳しさを増しています。

特に、秋田県は後継者不在率および経営者の平均年齢が全国トップであるなど、

事業主の高齢化や後継者不足等の課題を抱えており、今後、廃業の増加が懸念され

る状況であることから、従業員や第三者による事業承継の促進が急務となっていま

す。

また、新たな創業者の掘り起こしや起業後のフォローアップなども視野に入れた

創業支援により、創業を目指す人材を育成していく必要があります。
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【取組の方向】

本市の強みや特色などをいかしつつ、成長産業への進出や新事業の展開、新商品

の開発、販路拡大などに積極的に取り組む中小企業等に対し、融資あっせん制度や

相談体制の整備等により、事業拡大や経営基盤の強化を支援することで、事業者の

「稼ぐ力」を高めます。

また、中小企業が持つ技術とサービスの喪失を防ぐとともに、雇用を維持するた

め、関係機関と連携しながら事業承継の円滑化を促進します。

このほか、創業機運の醸成や起業家の育成・支援等により創業を促進するととも

に、新しい価値やサービスの創出にチャレンジする事業者を支援します。

○雇用

【現状と課題】

コロナ禍後、緩やかな景気回復を受けて、ハローワーク秋田管内の有効求人倍率

や新規学卒者の就職内定率は高い水準で推移してきましたが、人口減少に伴い新規

学卒者の就職者数は毎年減少しています。また、令和７年３月卒の県内高校生・大

学生等の県内就職割合は、高校生が７７％を超えているものの、大学生等は

４４．９％にとどまっています。

少子高齢化や若者の転出、産業の基盤となる熟練技術者の後継者不足など、労働

力人口の減少が続く中、原材料やエネルギー価格、人件費の高騰により、企業経営

が厳しさを増しています。

【取組の方向】

若者の地元定着を促進するため、市内企業の雇用環境の改善や人材の確保・育成

に関する取組を支援するとともに、賃金水準が高い首都圏等の企業誘致に取り組み、

求職者の就職や非正規雇用者のキャリアアップ、正規雇用者の定着促進を図ること

により、賃金水準の向上に取り組みます。

また、新規学卒者の市内就職促進を図るため、市内企業に関する情報発信の強化

やインターンシップを含めた大学生等と市内企業とのマッチング機会の拡大に取り

組むとともに、外国人材を含めた多様な人材が個々の能力を十分に発揮できる職場

環境づくりを進めます。

加えて、デジタル化の進展に伴う技術革新やビジネスモデルの変化に対応するた

め、リスキリング やリカレント教育 の取組を支援します。※ ※

○貿易・物流

【現状と課題】

秋田港におけるコンテナ取扱量は、企業のサプライチェーン 確保への意識※

の高まりなどを背景に堅調に推移し、令和元年には過去最高のコンテナ取扱量を

記録しましたが、新型コロナウイルスの影響や、国際情勢の混乱、海上運賃等の輸

送コスト上昇などにより、近年コンテナ取扱量は大幅に減少しています。

こうした中、県や本市では、秋田港のさらなるコンテナ利用促進等に向け、コン
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テナ利用者に対する奨励金や海外販路開拓を図る企業への支援を継続した結果、取

扱量については底を打ちつつありますがコロナ禍前の状況には戻っていません。

また、秋田産品の海外展開においても、日本酒や米に続く特色ある地場産品

の開発や販路開拓・拡大には至っていない状況にあります。

このほか、卸売市場については、施設の老朽化が進行しているほか、施設の構

造が開放型でコールドチェーン（低温物流）に対応していないなど、現代の流通形

態や社会的ニーズへの適応が困難な状況となっています。

【取組の方向】

引き続き、秋田港の港湾機能の拡充に努めるとともに、県や貿易関連団体と協力

し、コンテナ荷主奨励金の支援メニューの充実やポートセールス等により、新た

な荷主の開拓や貿易参入を試みる企業の発掘に努めます。

また、秋田産品の販路開拓や拡大を目指す企業に対しては、国内外の見本市や商

談会等への出展によるマッチング機会を創出するとともに、海外との商取引に参入

する事業者を支援します。

卸売市場については、今後も、市民に安全で安心な生鮮食料品等を安定的に供給

する役割を果たしていくため、再整備に向けた取組を進めます。

『政策１ 商工業・サービス業の振興』のもと取り組む施策

施策① 企業立地・事業拡大の推進

施策② 企業の活性化と起業の促進

施策③ 地元就職の促進と賃金水準の向上

施策④ 貿易と物流の拡大
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政策２ 農林水産業の振興

○生産振興

【現状と課題】

農業においては、新規就農者数や農業法人数が増加傾向にあるなど、明るい兆し

が見られる一方、高齢化等により離農者も増加しており、地域農業を支える意欲あ

る経営体の育成・確保が急務となっています。

また、生産資材等の高騰や自然災害の激甚化に加え、国内需要の減少など、農業

をめぐる情勢がますます変化していく中で、農業経営は厳しい状況に直面している

ことから、安定した農業経営の確立に向け、担い手の育成・確保、生産性の向上や

園芸作物等との複合化、生産施設および農業基盤の整備をさらに推進していく必要

があります。

林業においては、採算性の低下などにより林業への関心が薄れている中、所有者

の高齢化や世代交代などにより、個人での適切な森林経営が困難になっていること

から、持続可能な林業経営の確立や林業の成長産業化が重要となっています。また、

森林整備を通じ、地球温暖化の防止などの社会的要請に対応するため、中長期的な

森林吸収量の確保・強化を図っていく必要があります。

【取組の方向】

消費市場や人材資源など都市部と隣接する立地条件をいかし、意欲ある多様な担

い手の育成や複合型生産構造への転換を推進するとともに、スマート農業技術の活

用、大区画ほ場の整備や園芸作物の団地化を促進するほか、環境負荷低減の取組な

どにより、健全で持続的に発展する農林水産業の確立と安全で安心な食料の安定供

給を目指します。

林業においては、森林経営を促進するため、森林経営管理制度の活用や施業の集

約化を図るとともに、低コスト経営に向けた新技術の導入やデジタル林業 を推奨※

し、経営の効率化を図ります。また地域材の利用促進などにより林業の成長産業化

を目指します。

○販売促進

【現状と課題】

高齢化や人口減少による担い手不足、気候変動による自然災害の激甚化、国際的

な価格競争の激化など、わが国の農林漁業を取り巻く厳しい環境に対応するため、

新たな付加価値を生み出すアグリビジネス の促進が求められています。※

本市においては、アグリビジネス に取り組む事業者への積極的な支援により、※

実践者数が増加するなど一定の成果を上げていますが、経営規模の小さい事業者が

多いほか、販路確保や商品開発などに課題を抱えている事業者もおり、それぞれの

実情に合わせたきめ細かな支援を継続していく必要があります。

また、本市は、園芸作物や果樹、畜産など、多様な作物等の生産地となっていま

すが、首都圏をはじめとする消費地の市場では産地間競争が激しく、ブランドが確
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立されていない地域の産品は厳しい価格競争にさらされています。

そのため、本市農産品全体の価値の向上を図るとともに、確実にその価値を認識

してもらうため、積極的な情報発信等の取組を包括的・戦略的に展開していくこと

が必要となっています。

【取組の方向】

農林漁業者の所得向上と地域の雇用拡大、担い手不足の解消を図るため、６次産

業化に向けた設備投資や商品開発、販路拡大などを支援するとともに、人材育成や

マッチング支援による農商工連携の促進など、付加価値の高い事業を創出し、アグ

リビジネス の活性化につなげます。※

また、本市農産品等の魅力と知名度を高め、さらなる販売促進を図るため、事業

者による展示会等への出展を支援するとともに、ＪＡや周辺自治体と連携し、首都

圏等におけるプロモーション活動や情報の発信によるＰＲを行うほか、地元有望産

品の商品開発や需要拡大に取り組み、知名度の向上と外貨獲得に努めます。

○農山村

【現状と課題】

農業生産基盤や道路、上下水道などの生活基盤の整備は進んでいますが、地域に

おける農林業の担い手不足や住民の高齢化の急速な進行に伴い、農用地、水路、農

道等の保全管理が困難になるとともに、生産活動や集落機能の低下が懸念されてい

ます。

また、近年多発している局地的集中豪雨などにより、農林業施設の被災の頻度が

増していることを踏まえ、山地災害の防止機能を有する森林の保全とともに、山腹

崩壊の防止を促進する必要があるほか、クマ等の野生動物の出没が増加しているた

め、緩衝帯の役割を持つ里山を適正に管理する必要があります。

一方で、本市の持つ豊かな農山村資源や自然環境、地域に根付いている伝統・文

化などを有効に活用し、農山村地域に人を呼び込み、地域の活性化や消費活動の促

進につなげていくことが求められています。

【取組の方向】

自然環境に配慮した農業生産基盤や生活基盤の整備を進めるとともに、農山村の

持つ多面的機能の発揮に向けた取組への支援や農地集積等により、農業生産性の向

上や生活環境の改善、集落機能の維持等を図るほか、老朽化した農業用ため池や治

山施設の整備と里山の適正管理、クマ等の有害鳥獣の被害防除や捕獲、普及啓発を

行い、人的被害や農地・山地被害の防止に努めます。

また、秋田市農山村地域活性化センターさとぴあを拠点として、地域の持つ豊か

な農山村資源を活用した各種講座の開催や援農ボランティア事業などの取組を進め

ることで、都市と農山村の人的交流の場を創出し、農山村地域の活性化を図ります。
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『政策２ 農林水産業の振興』のもと取り組む施策

施策① 農林水産業経営の確立と食料の安定供給

施策② 戦略的で多様なアグリビジネス の促進※

施策③ 農山村地域の活性化と森林整備の推進



35

政策３ 交流人口の拡大と関係人口 の創出、移住促進※

※〇シティプロモーション

【現状と課題】

人口減少・少子高齢化が進行する中、持続可能な社会の実現のためには、市民一

人ひとりのまちへの誇りと愛着をはぐくみながら、自らの地域に関わる当事者意識

を醸成し、特に若者の地元定着を促進するとともに、交流人口・関係人口 の創出※

により市内外の人々と多様な関係を築くことが重要です。そのためには、まちの特

徴や個性などの独自性を効果的に発信し、多様な人々がまちに集まり、関わりたい、

住み続けたいと共感されるブランディングを行っていく必要があります。

【取組の方向】

市民や本市にゆかりのある関係人口 など、各ターゲットに響く効果的な発信を※

行うため、観光や産業、文化、子育てなど、本市固有の魅力や日々の暮らしの豊か

さについて、ＳＮＳをはじめそれぞれの特性をいかしたプロモーションを一体的か

つ戦略的に行い、地元定着の促進や交流人口・関係人口 の創出を目指します。※

○観光

【現状と課題】

令和６年の訪日外国人旅行者数と消費額が過去最高を記録するなど、インバウン

ド市場のさらなる拡大が期待されている一方、宿泊者の約７割が三大都市圏に集中

している現状から、オーバーツーリズム の解消も含めた地方への誘客強化が課題※

となっています。

本市ではクルーズ船の寄港数が増加し、乗船客の市内周遊が促進されていますが、

宿泊も含めた滞在時間の長いインバウンド誘客の強化が期待されています。

また、従来の画一的な観光地巡りから、質や希少性を重視した能動的で、その地

域でしか得られない本物の体験を求めるなど、多様化する観光客の嗜好に対応する

ため、本市ならではの観光資源の磨き上げとデータ分析によるターゲットを絞った

プロモーションの充実が求められています。

【取組の方向】

秋田竿燈まつりを核とし、四季折々の自然、特色ある歴史や文化といった本市独

自の地域資源を磨き上げ、観光客が減少する冬季の誘客を強化するなど、通年型の

観光を推進します。

また、陸・海・空の交通結節点を持つ本市の優位性をいかし、国内周遊型のイン

バウンドもターゲットとするほか、本市を拠点とした広域観光の推進やコンベンシ

ョン誘致などにより、本市来訪者の滞在期間延長と消費拡大を促します。

加えて、データの収集・分析を強化し、観光客の動向や消費状況に基づいた誘客

と効果測定に基づく施策のブラッシュアップを図ります。

○まちのにぎわい
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【現状と課題】

にぎわいの核となる中心市街地 では、秋田市文化創造館、あきた芸術劇場ミル※

ハス、千秋公園大手門の堀遊歩道、佐竹史料館などの公共施設の整備のほか、民間

によるホテルやマンションの建設が進んだことなどを背景に、秋田駅西口の地価は

上昇傾向にあります。また、官民による年間を通じた様々なイベントが開催される

など、芸術文化ゾーン を中心とした日常的なにぎわいの創出が図られつつあるこ※

とから、まちの魅力をさらに磨き上げ、にぎわいが中心市街地全体に波及するよう、

行政、地域、事業者が積極的に連携し、さらなる回遊性の向上に取り組む必要があ

ります。

また、クルーズ船乗船客の市内周遊や地域資源である地元トップスポーツクラブ

が生み出す「特別な日のにぎわい」を「普通の日 、日常的なにぎわいにつなげて」

いく必要があります。

【取組の方向】

中心市街地 は本市をイメージする“顔”であり、コンパクトシティ の核として※ ※

高次都市機能の集積を図りながら、秋田駅周辺をはじめ、旭川をはさんだ大町、保

戸野通町、川反地区を一体的な区域として、住み、集うだけでなく、買物や公共施

設の利用、散策などを通して、市民や訪問者が愛着を持てる多機能空間として活性

化を図ります。また、芸術文化ゾーン を かした、施設間連携や公共空間の柔軟※ い

な活用など、市民と協働して魅力的な交流・滞在空間の創出を進めます。

また、クルーズ船の寄港は、インバウンド誘客や交流人口の拡大による経済波及

効果が見込まれることから、引き続き誘致・定着に向けた取組を官民一体で進めま

す。

また、市民の連帯意識や地域に対する愛着を深めるとともに、スポーツの力をま

ちづくりにいかすため、地元トップスポーツクラブとの連携やスポーツ施設の充

実・活用に努めます。

○関係人口 の創出・拡大※

【現状と課題】

人口減少・少子高齢化の進行により、地域づくりの担い手となる人材が不足し、

伝統文化の継承や伝統行事の継続、コミュニティの維持などが困難となることが懸

念されます。

一方で、地方に残された自然や様々な習俗に関心を持ち、自発的に地域のにぎわ

いづくりに貢献したいという若者を中心とした大都市から地方への新しい人の流れ

が生じていることに加え、リモートワーク 等の普及による働き方や生活スタイル※

の多様化を背景に、地方に対する関心が高まっています。

、継続的に多様な形で関わる関係人口 による人材の結びつきが促進されることで※

地域と人々との様々な関係が新たに生まれるほか、こうした関心層を地域の担い手

として確保することは、その地域の担い手として活躍することにとどまらず、地域

住民との交流が新たな発見や価値を生み、地域経済の発展につながることが期待で
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きます。

また、地域への関心や地域との関わりを深める中で築いた関係が、地方移住を決

めるきっかけとなることが多く、移住の裾野拡大の観点からも、継続的に本市の住

民や地域と多様な形で関わる関係人口 の創出・拡大を図る取組を進める必要があ※

ります。

【取組の方向】

本市とつながりのある方はもとより、ゆかりのない方にも、本市の認知度を高め

関心を持ってもらうための事業に取り組みながら、本市の豊かな自然や文化、教育

環境などを活用した体験活動等の機会を提供し、本市と多様な形でつながりを持つ

関係人口 の増加を目指します。※

○移住の促進

【現状と課題】

首都圏における移住相談体制の強化や、市独自の移住補助事業などにより、本市

への移住者数は増加傾向にあるものの、依然として、進学・就職等に伴う転出が社

会減の大きな要因となっており、若者の地元定着やふるさと回帰が大きな課題とな

っています。

一方、近年、感染症や頻発化する自然災害などを背景に、大都市圏への人口集中

がリスクや弱点として広く認識され、地方暮らしやふるさと回帰への関心が高まっ

ていることから、移住ニーズの掘り起こしや一人ひとりの支援ニーズを踏まえた、

切れ目ない支援により、移住先として選ばれるまちを実現し、県外からの移住を加

速させる必要があります。

また、より多くの移住者を呼び込み、受け入れるためには、市民自らが地域に積

極的に関わり、誇りや愛着を持つことが重要です。

【取組の方向】

「都市の便利さと豊かな自然がほどよく調和したまち」という本市の魅力を市内

外へ戦略的にＰＲし、その良さを実際に体験してもらうことで、その後の移住定住

につなげる取組を強化します。

また、進学、就職等に伴い転出した若者や子育て世代のＵターンや、進学で本市

に転入した若者の定着を促進するとともに、移住ニーズの掘り起こしや、多様化す

る支援ニーズに対応できる体制を強化し、移住者の増加につなげます。

また、移住者の定着につなげるため、庁内の関係各課の連携のもと、移住者が地

域に積極的に関わり、誇りや愛着をはぐくむ取組を強化していきます。
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『政策３ 交流人口の拡大と関係人口 の創出、移住促進』のもと取り組む施策※

施策① シティプロモーション の推進※

施策② 観光振興の推進

施策③ にぎわいの創出

施策④ スポーツの力をいかした地域活性化

施策⑤ 関係人口 の創出・拡大※

施策⑥ 移住の促進
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将来都市像２ 多様な主体でつくる元気なまち

すべての市民が主人公として尊重され、充実した生涯を送ることができる「多様な主

体でつくる元気なまち」を目指します。

政策１ 主体性と多様性を尊重するまちづくり

○地域の自治活動

【現状と課題】

人口減少、少子高齢化の進行、ライフスタイルの変化などにより、加入率の低下

や担い手不足などの問題を抱える町内会や自治会などが増えています。共同体とし

ての機能を維持し、これまでと同様に地域自治活動の中心的役割を担うためには、

住民一人ひとりのまちづくりに関わる意識を醸成することが必要です。

【取組の方向】

住民一人ひとりがまちづくりに主体的に関わることで、地域課題の解決に取り組

む社会を目指します。

○市民活動

【現状と課題】

コロナ禍により停滞していた、ＮＰＯ やボランティアなどによる市民主体のま※

ちづくり活動が再開しつつあります。

また、ライフスタイルや時代の変化に応じた新たな活動が広がり、複雑かつ多様

化する社会に対応する活動も始まりつつあります。

こうした中、市民活動に関心のある市民はおよそ４割にとどまり参加割合も依然

として低いことから、参加・参画に向けた支援や関心を高める取組が必要です。

【取組の方向】

市民主体のまちづくり活動を促進するために、市民が多彩で魅力的な活動を実践

しやすい環境づくりを推進し、市民協働によるまちづくりを目指します。

○男女共生社会

【現状と課題】

社会制度の整備や時代の潮流により、男女共生の意識は普及してきています。家

庭や学校、職場や地域など様々な場において、性別による固定的な役割分担やアン

コンシャス・バイアス（無意識の思い込み）の解消について理解を深めるとともに、

相互扶助の精神を築き、絆を大切にしようとする気運の醸成を図る必要があります。

また、ジェンダーによる社会的偏見や差別をなくし、ジェンダー平等 社会の実※

現に向けて取り組む必要があります。

【取組の方向】

性別、年齢、国籍、ＬＧＢＴＱ などの特性や状況・環境等の違いを受け入れる※
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とともに、人と人とのつながりや思いやりの心を見つめ直す機会を提供することで、

お互いの人権を尊重し、一人ひとりが個性や能力を十分に発揮できる多様性を認め

あう社会の実現を目指します。

『政策１ 主体性と多様性を尊重するまちづくり』のもと取り組む施策

施策① 市民による地域づくりの推進

施策② 市民活動の促進

施策③ 男女共生社会の実現
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政策２ 地域福祉の充実

○地域福祉

【現状と課題】

人口減少・少子高齢化の進行に伴って、地域活動の担い手不足や社会的なつなが

りの希薄化が進行しており、地域福祉を担う人づくりや支えあいの地域づくり、安

心して暮らせる福祉の環境づくりなどに一層取り組む必要があります。

【取組の方向】

地域福祉の推進のため、包括的な支援体制を整備するとともに、住民が住み慣れ

た地域で自分らしく安心して暮らしていけるよう、みんなで支えあいながら、地域

を共につくっていく地域共生社会を目指します。

○障がい者福祉

【現状と課題】

障がい者が自立した生活を営む上での社会的障壁の除去や、社会参加の機会の確

保が十分ではないことから、障がい者はその活動を制限され、結果的に日常生活や

社会生活において制約を受けることがあります 「秋田市障がいのある人もない人。

も共に生きるまちづくり条例」に基づき、共生社会の実現に向けて継続して取り組

んでいく必要があります。

【取組の方向】

誰もが障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重

しあいながら共生できるまちを目指します。

○高齢者福祉

【現状と課題】

本市の人口に占める６５歳以上人口の割合は３０％を超えており、ひとり暮らし
※の高齢者や高齢者のみの世帯も増加傾向にあるほか、いわゆる団塊ジュニア世代

が６５歳以上となる２０４０年度には高齢者人口がピークを迎えるなど、介護およ

び福祉サービスへのニーズはますます高まるものと考えられます。

また、年齢を重ねても自分らしく生きがいを持ち続けながら生活することは、健

康長寿につながることから、高齢者の豊かな経験や知識、意欲をいかした取組を進

めることが重要となっています。

【取組の方向】

高齢者が住み慣れた地域で自分らしい生活を営むことができるよう、医療・介

護・介護予防・生活支援などに関する様々な専門機関および職種が連携し、高齢者

の暮らしを包括的に支える地域包括ケアを推進します。

また、高齢者自らの生きがいづくりと社会参加を促進し、社会の支え手としての

役割を担い活躍できる社会の実現を目指します。
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『政策２ 地域福祉の充実』のもと取り組む施策

施策① 地域福祉の推進

施策② 障がい者福祉の充実

施策③ 高齢者福祉の充実
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政策３ 次代を担うこども・若者の成長支援

○こども・子育て

【現状と課題】

人口減少と少子化の進行、地域におけるつながりの希薄化などによる子育ての負

担感や孤立感に加え、児童虐待や貧困、養育困難家庭の増加、こどもたちが遊びを

通じて共に成長する機会の不足など、こどもと子育て当事者を取り巻く状況に様々

な課題が生じています。

こうした中、子育てに関する様々なニーズや悩みに対応するとともに、次代の社

会を担うすべてのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人と

してひとしくその権利の擁護が図られ、身体的・精神的・社会的に将来にわたって

幸せな状態で健やかに成長できるよう、社会全体でこども・子育て支援に取り組ん

でいくことが求められています。

【取組の方向】

こどもを社会全体で支援するとともに、妊娠を希望する人から子育て中の人まで

が安心してこどもを生み育てられる環境づくりを推進することにより、次代の社会

を担うすべてのこどもが将来にわたって幸せな状態で健やかに成長できるまちを目

指します。

○若者

【現状と課題】

少子化の進行は、社会や経済、地域の持続可能性を基盤から揺るがす事態につな

がるおそれがあります。

少子化の要因として影響が大きい未婚化・晩婚化には、個人の価値観の多様化な

どが背景にあり、若者における経済的な不安定さ、出会いの機会の減少、子育てに

対する負担感など様々な課題があることから、結婚して家庭を持つことやこどもを

生み育てることの喜び、楽しさを実感できる環境づくりとともに、将来への展望を

描き、希望を叶えられる社会づくりが急務となっています。

また、若者の流出が課題となっており、本市出身者や進学で本市に転入した学生

など、若者の地元定着を促進することが重要となっています。

【取組の方向】

若者の自立を支援し、家庭を築き、こどもを生み育てたいと思う若者の希望が実

現できるまちを目指します。

また、若者の応援施策や大学生等が主役となるまちづくりを推進し、若者が住み

続けたいと思えるまちを目指します。
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『政策３ 次代を担うこども・若者の成長支援』のもと取り組む施策

施策① こども・子育て環境の充実

施策② 若者の希望の実現
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将来都市像３ 人と文化をはぐくむ誇れるまち

文化をいかした魅力あるまちづくりを進め、生涯にわたり文化・スポーツ活動に取り

組める環境の中で、誰もが目標に向かって成長し、希望に満ちた生活を送ることができ

る「人と文化をはぐくむ誇れるまち」を目指します。

政策１ 文化の振興

○文化遺産

【現状と課題】

本市では、豊かな自然環境と先人たちの活動を背景に、多種多様な有形・無形の

指定文化財に代表される文化遺産が形成され、地域の中で大切に守り伝えられてい

ます。

これらの文化遺産は、近年、観光振興、まちづくり等への活用が期待される一方

で、経年劣化や担い手不足などにより、保存・継承がこれまで以上に難しくなって

きていることから、文化遺産を地域全体で支え、守り、伝え、いかしていく体制を

整える必要があります。

【取組の方向】

地域に根ざした文化遺産の調査とともに、文化遺産を知る機会を創出し、身近な

歴史文化への誇りと関心をはぐくむ取組を進めることで、文化遺産を地域全体で支

え、守る体制を築き、次世代に継承します。

また、貴重な地域資源として文化遺産の有効活用を図り、文化遺産をいかした魅

力あるまちづくりを進めます。

○芸術文化

【現状と課題】

芸術文化事業の実施や文化施設の整備などにより、市民の芸術文化に対する関心

が高まり、自主的な活動が広がりを見せるとともに、芸術文化をいかした、にぎわ

いの創出や都市の魅力向上への期待が高まっています。

一方、少子高齢化等に伴う担い手不足により、様々な芸術文化の継承に影響が生

じていることから、芸術文化活動に参加しやすい環境を整える必要があります。

【取組の方向】

市民が自主的な芸術文化活動を行うことができる環境づくりや、文化施設の有効

活用を促進します。

また、市民一人ひとりの創造力をいかし、魅力ある芸術イベントの開催や情報発

信など、文化によるまちづくりを一層進め、心に豊かさとうるおいをもたらす社会

の持続を目指します。

○生涯スポーツ
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【現状と課題】

市民の健康志向の高まりや生活様式の多様化により、余暇時間で気軽にスポーツ

に親しみながら、心身ともに健康な生活を送ることができる、豊かなスポーツライ

フを実現したいという意識が高まってきています。

一方、少子高齢化等により、大会等への参加者の減少や身近な地域でスポーツ活

動を支える担い手の確保などの課題も生じてきています。

そのため、誰もが身近にスポーツに親しむことができる環境の整備を進め、ライ

フステージに応じた多様な市民ニーズに対応したスポーツ振興に取り組む必要があ

ります。

【取組の方向】

市民がそれぞれの体力や年齢、興味・目的に応じて、いつでも、どこでも、いつ

までもスポーツに親しむことができる生涯スポーツ社会の実現を目指します。

また、市民一人ひとりがそれぞれのライフステージに応じ、主体的にスポーツ活

動を楽しみながら、生涯にわたり、健康や生きがいづくりに取り組める環境整備を

進めます。

○国際交流

【現状と課題】

本市は、友好姉妹都市 提携等をしている海外の各都市と、行政、教育、芸術文※

化、スポーツ、医療、経済など様々な分野での交流を行っています。グローバル化

の進展により、世界情勢の変化が市民生活に与える影響が大きくなっていく中、状

況の変化に対応した国際交流施策を進めていく必要があります。

また、労働人口の減少を背景に即戦力となる外国人労働者の受け入れが増加傾向

にあり、今後もその傾向は続くことが見込まれます。外国人住民の増加は、企業の

人材不足の解消のほか、市民が多様な価値観に触れることによる地域の国際化や活

性化等につながることが期待されます。

【取組の方向】

各都市の特性や地域性をいかした特色ある国際交流を実施し、交流の成果を市民

へ還元するよう努めます。

また、市民が多様な文化や習慣を持つ人々と相互に理解する機会を通して、国際

意識や平和意識の高揚を図り、外国人住民と共により良い地域社会を築くため、

「多文化共生のまち」を目指します。

『政策１ 文化の振興』のもと取り組む施策

施策① 文化遺産の保存と活用

施策② 市民文化活動の推進

施策③ 生涯スポーツの推進

施策④ 国際交流の推進
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政策２ 教育の充実・大学等との連携推進

○社会教育

【現状と課題】

自らの個性を発揮し、能力を高め、生きがいのある生活を送るため、生涯を通じ

て学びたいという市民の学習意欲が高まるとともに、学習ニーズが高度化・多様化

しています。また、市民一人ひとりが学習成果をいかして主体的に社会に関わるこ

とが求められています。

【取組の方向】

学習環境の変化やライフステージに応じた様々な学習機会を通して、多くの市民

が共に学び、学ぶ楽しさを実感できるようにするとともに、学んだ成果を、人づく

り、つながりづくり、地域づくりに結びつけることにより、持続可能な活力ある社

会の実現を目指します。

○学校教育

【現状と課題】

人口減少・少子高齢化の進行、ＡＩ等の科学技術やグローバル化の進展、多様性

の浸透など、こどもを取り巻く環境が大きく変化しています。

こうした中、変化を前向きに受け止め、個性や能力を最大限に発揮して主体的に

未来を切り拓くとともに、様々な人と協働しながら課題を解決していく人材の育成

が求められています。

【取組の方向】

「徳 「知 「体」のバランスのとれた どもをはぐくむ学校教育を通して、志を」 」 こ

持って主体的に新たな価値を創造し、予測困難な未来を切り拓く「自立」の力と、

多様な価値観を互いに認めあい、協働して社会を創造する「共生」の力を育成する

ことを目指します。

○高等教育

【現状と課題】

急速な人口減少に伴い、高等教育機関を取り巻く社会情勢がより一層厳しさを増

す中、高等教育機関は、時代の変化に対応しながら、高等教育および学術研究機会

の提供と、地域社会での知的・文化的拠点として中心的役割を担っています。

また、教育研究の成果を地域社会に還元することにより、地域課題の解決や社会

の発展、文化の振興に寄与することが求められています。

【取組の方向】

高等教育機関がより豊かな教養と深い専門性を身につけ、地域社会の発展に貢献

できる人材を育成し、積極的に国内外に情報発信を行うとともに、効率的かつ安定

的な経営ができるよう支援します。

また、地域のシンクタンクとして高等教育機関が地域課題の解決、芸術文化活動
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の担い手の育成や文化の振興などに寄与するよう連携を進めます。

○大学等や大学生等との連携

【現状と課題】

本市には多くの高等教育機関が立地し、学生が集い、学び、日常的な活動を行う

ことで、まちに交流と活気が生まれています。人口減少をはじめ社会環境が大きく

変化し、市民ニーズが高度化・多様化する中、市民協働のパートナーとして、より

積極的に協力しあい、共にまちづくりを進めていく必要があります。

【取組の方向】

それぞれの大学等が持つ人材・知識・情報などの資源や特徴をいかし、相互に連

携を図りながら、地域課題の解決や文化の振興等につながるよう取り組みます。

また、連携を推進する中で、若者がこのまちに関わりたいと思う環境づくりや若

者の多様な挑戦を後押しする取組の充実に努め、大学生等が主体的にまちづくりに

関わることを目指します。

『政策２ 教育の充実・大学等との連携推進』のもと取り組む施策

施策① 社会教育の充実

施策② 学校教育の充実

施策③ 高等教育の充実

施策④ 大学等や大学生等との連携
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将来都市像４ 健康で安全安心に暮らせるまち

生活の危険を回避できる十分な体制を整備し、市民が健やかな心身を保ちながら 「健、

康で安全安心に暮らせるまち」を目指します。

政策１ 安全な生活の実現

○災害時の危機管理

【現状と課題】

近年の気候変動の影響により、集中豪雨やこれに伴う土砂災害、河川の氾濫等の

水害など、全国的に自然災害が激甚化・頻発化しており、本市においても令和５年

７月豪雨により市街地を中心に広範囲が冠水するなど、自然災害によるリスクが高

まってきています。

これら大規模自然災害に対しては、被害状況の把握の遅れが、応急対策や復旧工

事の早期実施に影響し、被害が長期化するおそれがあることから、迅速かつ的確に

被害状況を把握する必要があります。

地域の防災活動の要ともなる自主防災組織 は、少子高齢化の進行やコミュニテ※

ィ意識の希薄化などへの対応が必要となっています。また、災害発生時の避難生活

における生活環境の確保や、ＮＰＯ ・民間企業等との連携の推進などによる支援※

体制の強化等が求められています。

【取組の方向】

激甚化・頻発化する自然災害に対応するため、防災インフラの整備や管理、老朽

化対策を推進するとともに、ドローンやワンコイン浸水センサ 等を活用した迅速※

かつ的確な被害状況の把握など、情報収集の高度化を推進します。また、迅速かつ

正確な情報発信や、緊急支援物資の備蓄、避難所運営体制の強化など、実効性の高

い防災体制の構築に取り組みます。

さらに、市民一人ひとりが、また企業などの事業者が、それぞれ自らの力で自ら

を災害から守る自助や、地域で相互に助け合う共助の意識の醸成を図り、今後、起

こり得る災害や危機に備え、市民や関係機関と一体となって、総合的な防災対策を

進めます。

○健康危機管理

【現状と課題】

生活環境がグローバルな変化を続ける中、食中毒や感染症など健康を脅かす健康

危機の発生が危惧されます。

【取組の方向】

平時から感染症等の健康危機に関する情報の収集・分析・発信を行うほか、関係

機関と連携を図り、健康危機の発生時に迅速に対応できる体制を構築します。
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○災害に強いまちづくり

【現状と課題】

市内には、木造住宅密集地や狭い幅員の生活道路、倒壊の危険性がある管理が不

適切な空き家、公園が少ない地域などがあり、緊急時における物資輸送路や避難経

路、オープンスペース の確保のほか、河川等の防災インフラの整備や管理など、※

防災・減災の取組をハード・ソフト両面からより一層進めていくことが求められて

います。

また、インフラの老朽化は災害耐力の低下につながることが懸念されることから、

老朽化対策として修繕や更新を強力に推進する必要があります。

【取組の方向】

秋田市国土強靱化地域計画等に基づき、無電柱化 や治水対策の推進、空き家対※

策など、防災・減災に対応した都市機能の充実や安全性の向上を図り、道路、公園、

河川、下水道などの防災インフラの整備や管理、老朽化対策を推進するとともに、

組織の枠を越えて連携強化を図りながら、ハード・ソフト両面から多層的に防災・

減災に取り組むことで災害に強いまちを目指します。

○雪に強いまち

【現状と課題】

近年、高齢化や働き手不足が深刻化しており、道路除排雪業務を担う人材の確保

が年々困難となっているほか、物価や人件費高騰による除排雪関係経費の負担増な

ど雪対策を取り巻く状況は厳しさを増しており、持続可能な除雪体制の構築が課題

となっています。

【取組の方向】

道路除排雪においては、住民や地域団体との連携による市民協働を推進するとと

もに、情報通信技術の積極的な活用による効率化を図るなど、持続可能な除雪体制

を構築することで、安全で安心な道路交通を確保し、雪に強いまちを目指します。

○防犯対策

【現状と課題】

市民による見守りやパトロールなど地域の安全安心につながる活動が活発に行わ

れるようになった一方で、犯罪内容は多様化し、その手口が悪質化、巧妙化してい

ます。

【取組の方向】

地域全体の治安を確保するため、警察、市、地域などが、各自の役割を果たしな

がら緊密に連携し、犯罪を抑止するための効果的な取組を行うことで、こどもから

高齢者まで、誰もが安心して暮らせるまちの実現を目指します。

○交通安全対策

【現状と課題】
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交通安全活動の取組により、交通事故の発生件数、死傷者数ともに減少傾向にあ

るものの、発生件数に占める高齢者が起こした事故の割合が増加しています。

また、生活道路には幅員の狭い道路や見通しの悪い交差点が多く残っており、歩

行者や自転車の交通環境の改善が求められています。

【取組の方向】

交通安全に対する意識啓発や交通安全運動の推進を図るほか、道路や交通安全施

設の整備などにより、すべての道路利用者が安全で安心に利用できる道路空間の確

保を目指します。

『政策１ 安全な生活の実現』のもと取り組む施策

施策① 危機管理体制の確立

施策② 災害や雪に強いまちの確立

施策③ 防犯・交通安全体制の確立
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政策２ 安心して暮らせる毎日の実現

○消費・生活衛生環境

【現状と課題】

消費生活においてインターネット取引や電子決済サービスといったデジタル技術

の浸透が進み、情報量や選択肢の多さにより取引環境が複雑化・多様化する中、世

代を問わず、誰もが消費者の権利と責任を理解し、適切な消費行動をとることが求

められています。

また、食生活を取り巻く環境の変化により、食品の安全に対する意識が高まって

いるほか、ライフスタイルや価値観の多様化に伴い、生活衛生関係施設 の衛生確※

保や動物の適正飼養 が求められています。※

【取組の方向】

消費者トラブルの未然防止に向けた啓発活動、消費者教育、相談体制の充実など

により、消費生活の安全安心の確保に努めます。

また、適切な監視指導などにより、生活衛生環境の維持向上に努めます。

※○食育

【現状と課題】

「食」は、私たちが生きていく上で欠かせないものであり、健康に暮らしていく

ための基本となるものですが、食生活やライフスタイルの多様化により、栄養の偏

りや不規則な食事、地域の食文化の喪失などが見受けられ 「食」のあり方や地域、

食材の活用に対する関心が高まっています。

【取組の方向】

生涯にわたって健康な心と体をつくり、豊かな人間性をはぐくんでいけるよう、

食育 の推進に取り組みます。※

○保健・医療

【現状と課題】

医学の進歩や生活環境の改善により平均寿命が延伸する中で、偏った食事や運動

不足などによる生活習慣病 の増加と若年化が見られています。また、がんは依然※

として死亡原因の第１位であり、がん対策も重要となっています。

自殺者数は減少傾向にありますが、自殺や精神障がいに対する社会の理解を深め、

こころの健康 づくりにさらに取り組んでいく必要があります。※

さらに、人口減少や高齢化など社会が大きく変化する中で、将来にわたり医療提

供体制を確保していくことが求められています。

【取組の方向】

市民一人ひとりの健康に対する意識を高め、心身ともに健康で、元気に生活でき

る期間（健康寿命 ）を延ばすよう取り組むとともに、本市の医療提供体制の将来※

像を定め、その実現に向けた具体的な取組を行っていきます。
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○火災・災害への対応

【現状と課題】

建物火災のうち住宅火災が過半数を占め、電気器具類による火災が増加していま

す。また、全国的に住宅火災による死者のうち約７割が６５歳以上の高齢者であり、

これらを低減する取組が必要です。

さらに、近年は異常気象に伴う自然災害のほか、産業の多様化や都市形態の複雑

化などから、特殊災害 の発生が危惧されます。※

【取組の方向】

火災予防対策の強化と消防力の充実により、火災や災害による被害の少ない社会

を構築し、市民の安全確保に取り組みます。

○救急体制

【現状と課題】

超高齢社会を迎え、高齢者の搬送割合の上昇などを背景に、今後も救急出動件数

の増加が予想されています。

一方、ＡＥＤ 設置促進の取組や、応急手当の普及啓発により、救命に対する市※

民の意識は向上し、応急手当の実施率が高い水準となっています。

【取組の方向】

救急需要増大への対応、市民による応急手当が恒常的に実践される社会形成およ

びメディカルコントロール体制 の充実強化など、より迅速で質の高い救急体制の※

構築を目指します。

○社会保障制度

いわゆる団塊ジュニア世代 が６５歳以上となる２０４０年度には高齢者人口が※

ピークを迎えるなど、今後、医療や介護サービスの需要がますます増加するものと

予想されます。

国民健康保険は、被保険者数が減少している一方、医療の高度化や高齢化により、

給付費がほぼ横ばいに推移していることから、１人当たりの医療費が増加すること

が見込まれます。

後期高齢者医療制度は、被保険者数の増加に伴い、療養給付費などの各種負担金

が増加していくことが見込まれます。

介護保険制度は、介護保険サービスを必要とする方の増加に伴い、介護保険から

給付される費用が年々増加していくことが予想されます。

生活保護制度は、高齢者世帯の増加に伴い、各種扶助費が増加していくことが見

込まれます。

【取組の方向】

適切な社会保障制度の運営により、誰もが住み慣れた地域で尊厳ある生活を送り、

安心して医療・介護のサービスを受けられる社会を目指します。
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『政策２ 安心して暮らせる毎日の実現』のもと取り組む施策

施策① 健全な消費・生活衛生環境の確保

施策② 食育 の推進※

施策③ 保健・医療体制の充実

施策④ 消防・救急体制の充実

施策⑤ 社会保障制度の適正な運営
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将来都市像５ 緑あふれる持続可能なまち

利便性の高い都市基盤を整備しながら、本市の住みよい環境の保全と次世代へ継承す

ることができるコンパクトシティ の形成による「緑あふれる持続可能なまち」を目指※

します。

政策１ 環境との調和

○環境保全

【現状と課題】

本市は、先人から受け継いだ豊かな自然と伝統にはぐくまれた歴史的・文化的環

境が調和した美しいまちとして、秋田らしい恵み豊かな環境が保たれています。

一方で、世界や国内に目を向けると、大気汚染や水質汚濁、生物多様性の損失、

気候変動問題など、環境に関する問題は多様かつ複雑化し、本市への影響も懸念さ

れます。

【取組の方向】

本市の恵まれた自然を次の世代に引き継ぐため、市民・事業者・市が協働し、良

好な大気環境や水環境の維持・向上、生物多様性の維持・増進を図るなど 環境リ、

スクの低減に取り組むとともに、環境保全意識の向上を図ります。

※○循環型社会

【現状と課題】

本市を含む社会全体において、廃棄物処理による環境への負荷、処理経費の増大、

最終処分場の確保、処理過程で環境汚染が発生する危険性への対応、不法投棄によ

る環境悪化といった課題が数多くあります。

こうした課題に対応していくためには、市民一人ひとりが、大量生産、大量消費、

大量廃棄型のライフスタイルを見直し、天然資源の消費が抑制され環境への負荷が

低減される社会、すなわち「循環型社会 」の早急な構築に向けた行動変容が必要※

になっています。

とりわけ、食品ロスやプラスチックごみの多量発生とごみ処理経費の増大は、社

会全体で取り組むべき喫緊の課題となっています。

【取組の方向】

市民や事業者の協力のもと、循環型社会形成推進基本法（平成12年法律第110

号）における廃棄物の発生抑制（リデュース 、使用済み製品等の再使用（リユー）

ス）に優先的に取り組み、その上で排出される廃棄物については、徹底した再生利

用（リサイクル）を図り、持続可能な循環型社会 の構築を目指します。※

○脱炭素社会

【現状と課題】
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人類の活動により大量に排出される二酸化炭素等の温室効果ガス が原因とされ※

る地球温暖化は、地球規模の気候変動をもたらし、地球の生態系へ重大な影響が生

じていることから、国および国際レベルで防止策や対応策が進められています。本

市も、秋田市役所環境配慮行動計画および秋田市地球温暖化対策実行計画に基づき、

市民、事業者と一体となって、地球温暖化対策に取り組んでいく必要があります。

【取組の方向】

政府による「２０５０年までに温室効果ガス の排出を全体としてゼロにする脱※

炭素社会の実現を目指す」との宣言を受け、本市においても、令和５年２月に「ゼ

ロカーボンシティ宣言 」を行っており、再生可能エネルギー や省エネルギー設備※ ※

の普及を促進するほか、使い捨て製品の抑制による廃棄物の削減やエコドライブの

取組など、環境にやさしいライフスタイルやワークスタイルの推進に努め、脱炭素

社会の構築を目指します。また、温室効果ガス の吸収源となる森林の整備や、恵※

まれた秋田の資源・エネルギーをいかした環境関連産業の育成・創出を図ることで、

環境と経済の好循環を目指します。

『政策１ 環境との調和』のもと取り組む施策

施策① 環境保全の推進

施策② 循環型社会 の推進※

施策③ 脱炭素社会の推進
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政策２ 都市基盤の確立

○市街地形成

【現状と課題】

本市は、人口減少の進行とともに、市街地の低密度化が進んでおり、この状態が

さらに進んだ場合、インフラの維持・更新費など都市経営コストの増大とともに、

一定の人口に支えられてきた医療・福祉・商業・子育て支援等の生活サービスの低

下が危惧されます。

【取組の方向】

今後の人口減少・少子高齢化の進行を見据え、市民が将来にわたり生活に必要な

サービスを容易に享受できるよう、無秩序な市街化を抑制するとともに、これまで

市街地内で蓄積してきた都市基盤施設や都市機能を有効活用しながら、都心・中心

市街地 ６つ※を本市の顔となる各種高次都市機能の集積を図る拠点として、また、

の地域中心 を地域特性を踏まえた生活サービスの拠点として、都市機能や居住の※

誘導を図り、持続可能でコンパクトな市街地形成を目指します。

○景観形成と都市の緑

【現状と課題】

太平山の裾野が見渡せる田園風景の美しい眺め、旭川が流れる城下町や街道の伝

統を感じさせる既存市街地、緑化され整然とした住宅地など、良好な景観が形成さ

れています。

都市の緑については、これまでの公園整備や緑化・保全活動により、一定の量を

確保してきましたが、未だ整備が進んでいない地域もあります。また、近年では、

レクリエーションの場としてだけでなく、地球温暖化対策や防災・減災など、緑が

持つ多機能性に対する期待や求められる役割が変化してきています。

【取組の方向】

豊富な自然や受け継がれてきた歴史と良好な景観資源の保全など、地域の特性を

いかした新たな「秋田らしさ」の創造に向け、市民、事業者および行政が一体とな

って魅力あふれる景観づくりに取り組み、うるおいとやすらぎを得られる景観形成

を目指します。

また、都市の緑の量の確保に向けた取組を引き続き進めるとともに、都市公園等

の維持管理を適切に行い、緑豊かな都市環境の形成を目指します。

○住宅

【現状と課題】

住宅総数は減少傾向となっていますが、戸建て住宅の割合や持ち家率は高い状況

にあり、量的には充足している一方で、人口が減少している中、世帯状況の変化や

空き家が増加していることなどから、社会情勢の変化に対応した住環境の整備が求

められています。
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住宅のバリアフリー 化や耐震化は徐々に進んでいますが、誰もが安全で安心し※

て暮らせるよう、さらなる住宅の質の向上と災害等に強い住まいづくりを進める必

要があります。

市営住宅等については、子育て世帯や高齢者世帯などが生活する上で環境が整っ

た立地にある住宅への入居要望が多くなっています。

【取組の方向】

住宅ストック の質の向上を促進し、まちなかへの居住誘導や空き家の利活用を※

推進するなど、良好な住環境の形成を目指します。

また、市営住宅等については、計画的な修繕・改修・更新や適切な維持管理を行

うとともに、多様なニーズに応え、誰もが安心して住み続けられる環境の確保に努

めます。

○水道

【現状と課題】

普及率がほぼ１００％となり、市民誰もが水道を利用できる環境になっているも

のの、老朽化した施設の更新や危機管理対策などが必要となっています。

また、人口減少やこれに伴う料金収入の減少など、経営環境は厳しさを増してお

り、経営基盤の強化が求められています。

【取組の方向】
※効率的な事業経営のもと、老朽化した施設の更新や耐震化、ダウンサイジング

などの施設規模の適正化、危機管理対策の見直しなどを進め、安全でおいしい水の

安定的な供給を目指します。

○生活排水処理

【現状と課題】

公共下水道などによる汚水処理人口普及率は９８％を超えたものの、水洗化率は

９１％と伸び率が鈍化しており、未接続世帯の水洗化率向上による公共用水域の水

質保全が必要となっています。

また、施設の老朽化や危機管理対策に加え、人口減少やこれに伴う使用料収入の

減少など、経営環境は厳しさを増しており、経営基盤の強化が求められています。

【取組の方向】

効率的な事業経営のもと、未接続世帯の水洗化の促進、老朽化した施設の更新や

長寿命化、危機管理対策の見直しなどを進め、快適な生活環境の整備と公共用水域

の水質保全を目指します。

○道路整備

【現状と課題】

都市計画道路 の整備・見直しにより、３環状放射型道路網など効率的・効果的※

な交通体系の構築が進められていますが、今後も人口減少・少子高齢化が進行する
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と予想されることから、持続可能な都市構造の形成が必要となっています。また、

高度経済成長期に集中的に整備された橋りょうなどの道路ストックの老朽化対策が

急がれています。

【取組の方向】

都心・中心市街地 と地域中心 を有機的に結びつける骨格道路の整備等を進め、※ ※

選択と集中による効率的・効果的な道路網の形成を目指します。また、道路ストッ

クの予防保全型の維持管理を計画的に行い、安全で安心な道路の保全と長寿命化を

推進します。

○交通機能

【現状と課題】

市内には秋田港や秋田空港、秋田駅、高速道路のインターチェンジがそろってお

り、これらの交通拠点により人流・物流を広域的に結んでいます。

一方、鉄道やバスなどの公共交通については、人口減少・少子高齢化の進行に伴

う利用者の減少や運転士不足などにより、交通事業は厳しい状況が続いていますが、

市民の移動手段として、一定のサービス水準を確保しながら、将来にわたって公共

交通ネットワークを維持していく必要があります。

【取組の方向】

陸・海・空の優れた広域交通機能を活用した、東北を代表する交流拠点となる求

心力の高い魅力的なまちを目指します。

また、公共交通は、鉄道・バス・タクシー等の連携による乗換えを前提とした公

共交通網への再編と、ＩＣＴを含む新技術や新たな手法の活用により、地域のニー

ズや特性に配慮し、市民の利便性向上と効率性確保の両立を目指します。

『政策２ 都市基盤の確立』のもと取り組む施策

施策① 秩序ある都市環境の形成

施策② 住宅環境の整備

施策③ 上下水道サービスの提供

施策④ 安全安心な道路環境の整備

施策⑤ 公共交通の確保・維持
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第４ 総合計画推進のために

１ 計画推進のための行政経営の方針

総合計画の推進にあたって、行政経営分野の方針として、行政サービスの向上

と行政経営の確立を進めます。

行政サービスの向上では、窓口における市民満足度の向上、身近な場所でのサ

ービス提供機会の充実・確保など、また行政経営の確立では、効率的かつ効果的

な行政経営システムおよび行財政改革を推進します。

２ 計画推進の基本姿勢

総合計画の推進にあたって、市職員が共通して意識していくべき６つの基本姿

勢を定めます。

(1) 行財政のさらなる効率化を図ります

本市を取り巻く社会情勢の変化に対応し、持続可能な行財政運営を実現する

ため 「市民協働による地域・社会課題の解決 「経営資源の最適配分 「効率、 」 」

的な行政運営」による行財政改革の取組を推進します。

(2) デジタル化を推進します

市民サービスの利便性や満足度の向上のため、行政運営の様々な分野でデジ

タル技術の活用を推進するとともに、社会全体のＤＸ にもつなげる意識を持※

って各種施策を立案・実施します。

(3) 対話によるまちづくりを推進します

市民の多様な思いやニーズをしっかりと受け止め、実効性の高い事業の立案、

実施、評価等を行うため、まちの主役である市民との直接の対話を大切にする

とともに、対話を契機とした市民参加の促進を図ります。

(4) 市民協働と絆づくりを推進します

地域・社会課題の解決やお互いを尊重しあう気運の醸成に向け、市民、ＮＰ

、Ｏ 、企業、高等教育機関等の多様な主体が公共を支える市民協働に取り組み※

未来の公共を共に創造していくとともに、都会と田舎のそれぞれの良さがある

秋田市らしいの家族・地域・社会のつながり、絆づくりを大切にします。

(5) シビックプライド （まちへの誇りと当事者意識）の醸成を図ります※

市民一人ひとりがまちを知り、魅力に気づき、まちづくりに関わりを持つこ

とを通じて、まちや日々の暮らしに愛着や誇りを感じ、このまちをより良くす

るために行動する当事者意識「シビックプライド 」の醸成を図るとともに、※

市職員自身がその意識を高めます。
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(6) 伝える、伝わる広報・ＰＲを推進します

本市に関心を持ち共感する市民等の増加を図るため、市政運営や各種事業、

イベント等の周知、様々な魅力の一体的な発信など、目的やターゲットを意識

したわかりやすく親しみやすい広報・ＰＲを推進します。
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第５ プラスの循環戦略

○ 戦略設定の趣旨

【人口の社会増への転換と持続可能な社会の実現に向けて】

人口減少・少子高齢化の進行、厳しい財政状況など、本市を取り巻く課題や社

会の変化などに対応し、市民一人ひとりの心豊かな暮らしを次の世代に引き継い

でいくためには、人口減少対策に徹底して取り組み、人口の社会増への転換など

により、持続可能な社会の実現を図ることが求められます。

【プラスの循環戦略】

こうした課題に正面から取り組むため、本市の経営資源を一体的かつ集中的に

投入する分野として 「プラスの循環戦略」を設定します。、

戦略１「地域産業の活力を高め、働きがいのあるしごとの場をつくる」

戦略２「まちの魅力を高め、秋田市への新しいひとの流れをつくる」

戦略３「こども・若者の希望が叶うまちをつくる」

戦略４「誰もが健康でいきいきと暮らせるまちをつくる」

戦略５「災害に強く、安全安心で持続可能なまちをつくる」

民間事業者が「稼ぐ」ための環境づくりとサポートを徹底して行い、民間収益

の増加を図りつつ、市の税収増につなげるとともに、ふるさと納税など市が自ら

財源獲得に取り組むことにより、民間と行政がそれぞれ「稼いだ」原資を、こど

もや若者、医療、福祉、防災・減災など 「ひと」と「まち」に再投資すること、

で、まち全体の価値を高め、さらなる民間投資を呼び込み、地域全体が持続的に

発展していくという「プラスの循環」の創出を目指します。
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①民間事業者が「稼ぐ」ための環境づくりとサポート

・企業誘致の促進、市内企業の事業拡大等の産業活性化
・交流人口、関係人口、移住者の増などによる外貨獲得

【戦略１】
地域産業の活力を高め、働きがいのあるしごとの場をつ
くる

【戦略２】
まちの魅力を高め、秋田市への新しいひとの流れをつく
る

②人・暮らし・未来への投資

・①により民間と行政がそれぞれ得た原資を「ひと」と
「まち」に再投資し、まち全体の価値を向上

【戦略３】
こども・若者の希望が叶うまちをつくる

【戦略４】
誰もが健康でいきいきと暮らせるまちをつくる

【戦略５】
災害に強く、安全安心で持続可能なまちをつくる

③まち全体の価値の高まりとさらなる民間投資の促進、
持続的な発展

・①と②を経て、さらなる民間投資を呼び込むことで、
より大きな①と②の循環に発展
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戦略１ 地域産業の活力を高め、働きがいのあるしごとの場をつくる
人口減少が進む中、産業経済基盤を強化することは、地域の

活力を高める大きな力となります。

電子部品・デバイス 、輸送機関連等や若者・女性の活躍が期※

待されるＩＣＴ関連分野の企業誘致にこれまで以上に取り組むとと

もに、今後本市においてさらなる成長が見込まれる洋上風力発電

等の再生可能エネルギー関連産業を中心に生産開発拠点の新

増設等の促進や関連企業の誘致などを図る必要があります。

一方で、企業のニーズに対応できる やオフィスビルが産業用地

不足していることから、民間事業者との連携による産業用地や入

居スペースの確保が喫緊の課題となっています。

また、市内企業の大部分を占める中小企業の発展がさらなる

経済活性化や雇用創出に欠かせないことから、事業拡大と生産

戦略設定の背景 性向上の促進を図るとともに、新たなビジネスの創出や起業家の

育成、事業承継支援などに取り組む必要があります。

このほか、市内企業の成長拡大のためには、新規学卒者をは

じめとする若者や高年齢者、障がい者、外国人材など多様なバッ

クグラウンドを持つ人材の活躍が、これまで以上に重要になること

から、賃金水準の向上や働きがいが感じられる職場環境づくり、リ

モートワーク や副業・兼業の増加等の働き方の多様化への対応※

などが求められています。

貿易関連は、東アジアに近接する地理的優位性や、秋田港の

国際コンテナ定期航路などの強みをいかしながら、貿易と物流の

活発化を図り、既存企業の事業拡大につなげる必要があります。

農業分野では、生産拡大と農業者の経営安定化に向け、ほ場

整備による汎用化や農地の集約により、効率的で収益性の高い

生産構造への転換を図るとともに、６次産業化や農商工連携によ

る農畜産物の高付加価値化、環境保全型農業の普及、スマート

農業技術の活用による生産性向上などを推進していく必要があり

ます。

こうした取組を通じて、本市の持つ潜在力をいかしながら地域

産業の稼ぐ力を高め、経済活動の活性化とともに、市民の所得向

上につなげることが求められています。

戦略が目指すもの ○企業活動の活性化と新たな経済活動の創出

○しごとの創出と多様な人材の育成・活躍

○儲かる一次産業・食品加工の実現と担い手の育成・確保
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重点プログラム Ⅰ 地域の強みをいかした産業の育成・創出

（実現のための方

策） Ⅱ 新エネルギー関連産業の集積・振興

Ⅲ 生産拡大と経営安定化による持続可能な農業の実現

Ⅳ 地元への就業機会の拡大と人材確保・育成支援
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戦略２ まちの魅力を高め、秋田市への新しいひとの流れをつくる

人口減少が進む中、都市の活力を高め持続可能なまちづくりを

進めるためには、市民や国内外の多くの人々から選ばれる求心

力のある都市としての魅力を高め、その魅力を効果的に発信して

いくことが求められます。

本市は、県都としての都市機能に加え、四季折々の美しい自然

や豊かな歴史がはぐくんだ優れた景観、秋田竿燈まつりをはじめ

とする伝統行事、心にうるおいをもたらす芸術文化、感動と一体感

を生み出すトップスポーツ、そして美酒美食といった人々を惹きつ

戦略設定の背景 ける多彩な魅力にあふれています。こうした地域資源に磨きをか

け、戦略的に発信することで、国内外から誘客を加速する必要が

あります。

近年は都市部から地方への移住や「ふるさと回帰」へのまた、

関心が高まってきており、地域にとって新たな可能性が生まれつ

つあります。

こうした潮流を好機と捉え、「都市の利便性と豊かな自然が調

和したまち」という本市の魅力や心豊かな暮らしを磨き上げ、ブラ

ンディングし、発信していくことで、シビックプライド の醸成による※

若者の地元定着とともに、関係人口の創出・拡大、さらには移住

先として選ばれるまちにつなげることにより、多様な人々が集ま

り、関わり、結びつく、「新しいひとの流れ」と消費拡大による地域

経済の好循環を創出する必要があります。

○交流人口・関係人口 ・移住者の増加による経済活動の活性化※

と多様なつながりの創出

戦略が目指すもの

○地域資源をいかした人が集まるまちの実現

○文化の創造・発展・継承による心豊かでうるおいのあるまちの

実現

Ⅰ 地域資源の磨き上げと戦略的ＰＲによる観光振興の推進

重点プログラム

（実現のための方 Ⅱ 芸術文化を核としたまちづくりと中心市街地 活性化※

策）

Ⅲ トップスポーツをいかした活気あるまちづくり

Ⅳ シティプロモーション の推進と関係人口 の拡大※ ※

Ⅴ 移住・定住の促進
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戦略３ こども・若者の希望が叶うまちをつくる
こどもや若者は、一人ひとりが未来を担うかけがえのない存在

であり地域社会の宝ですが、多くの自治体と同様に本市において

も人口減少や少子化が進行し、持続可能なまちづくりを進める上

での大きな課題となっています。

その背景には、若者の流出のほか、個人の価値観の多様化や

経済的な不安定さ、出会いの機会の減少などに起因する未婚化・

晩婚化の進行に加え、子育てに対する負担感などがあります。

こうした課題に対応するためには、こどもや進学を機に本市に

転入してきた学生を含む若者が、自分らしく自らの希望に応じて、

戦略設定の背景 その意欲と能力をいかすことができ、住み続けたいと思えること、

そして、安心してこどもを生み、子育ての喜びや楽しさを実感でき

る社会を築き、次のこどもや若者に引き継がれていくことが重要で

す。

次代の社会を担うすべてのこどもが将来にわたって幸福な生活

を送ることができ、若者が将来への展望を描き、希望を叶えられ

る社会を構築していくことが求められています。

○こどもを安心して生み育てられる環境の実現

戦略が目指すもの

○すべてのこどもや若者が幸福な生活を送ることができる環境の

実現

○若者が意欲と能力をいかすことができ、住み続けたいと思える

まちの実現

Ⅰ 安心してこどもを生み育てられる細やかな支援

重点プログラム

（実現のための方 Ⅱ こどもが健やかに育つ環境の整備

策）

Ⅲ 若者の希望と挑戦を応援するまちの推進
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戦略４ 誰もが健康でいきいきと暮らせるまちをつくる
本市の人口に占める６５歳以上人口の割合は３０％を超え、ひ

とり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯も増加傾向にあるほか、

いわゆる団塊ジュニア世代 が６５歳以上となる２０４０年度には高※

齢者人口がピークを迎えるなど、介護および福祉サービスへのニ

ーズはますます高まるものと考えられます。

こうした中、市民一人ひとりが心豊かにいきいきと幸せに暮ら

す、活力にあふれる秋田市をつくるためには、こどもから高齢者ま

で、将来にわたって心身ともに健康であることが重要です。

また、高齢者が支えられるだけではなく、社会の支え手としての

戦略設定の背景 役割を担い、活躍できる社会の実現に引き続き取り組んでいく必

要があります。

障がい者、子育て中の親やこどもなど、誰もが将来にわたって

いきいきと暮らせる健康長寿社会をつくるため、社会基盤の整備、

生涯を通じた健康づくり、地域コミュニティでの高齢者の活躍の場

の創出など、様々な取組が求められています。

○市民の幸せと活力の基盤となる将来にわたる健康長寿の実現

戦略が目指すもの

○高齢者が輝ける地域社会の実現

Ⅰ 生涯を通じた健康づくりの推進

重点プログラム

（実現のための方 Ⅱ 高齢者が活躍できる場の充実と生きがいづくりの推進

策）

Ⅲ 多様な生活支援サービスを利用できる地域づくりの推進
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戦略５ 災害に強く、安全安心で持続可能なまちをつくる
私たち市民が日々の暮らしに豊かさと愛着と活気を感じ、将来

にわたって住み続けたいと思えるまちを実現するためには、暮らし

の根幹を支える安全安心の確保が必要不可欠です。

本市では、令和５年にこれまで経験のない規模の豪雨災害が

発生し、市街地を中心に６，０００棟を超える建物が浸水するなど

甚大な被害が発生しました。気候変動の影響により、頻発化・激

甚化する自然災害から市民の生命と財産を守り、安全安心なまち

をつくることは、行政の重要な役割であり、防災・減災の取組をハ

ード・ソフト両面からより一層進めていくことが求められています。

気候変動の主な原因とみられる地球温暖化に対しては、令戦略設定の背景

和５年に「ゼロカーボンシティ宣言 」を行っています。脱炭※

環境と経済の好循環による便利で活力素社会を目指しながら、

のある暮らしの実現に向け、 豊かな自然環発電に適した風況や

境 恵まれた本市の資源を活用していくことが求められていまなど

す。環境関連産業の創出や、温室効果ガス の吸収源となる森林※

の整備を推進するとともに、環境への負荷の少ないライフスタイ

ル・ワークスタイルを推進するなど、市民、事業者、市が適切な役

割分担のもと、協働で取り組む必要があります。また、ごみの減量

や資源の有効活用等について、市民一人ひとりが自分ごととして

捉え、積極的に行動し、周囲に波及させることにより、持続可能な

循環型社会 の実現を図る必要があります。※

また、近年、市街地でのクマの出没が増加していることから、人

の生活圏への侵入防止、人身被害、農作物被害の防止を徹底す

る必要があります。

公共交通については、若者を含めて、路線バスなどの利便性

向上に対してニーズが高まっている一方、利用者の減少と運転士

不足などの厳しい状況に置かれており、日常生活を営む上で必要

不可欠な移動を円滑に行うことができる交通手段の確保と維持が

求められています。地域のニーズや特性に配慮し、ＩＣＴを含む新

技術や新たな手法の活用により、市民の利便性向上と効率性確

保を両立させていく必要があります。

○災害に強いまちの実現

戦略が目指すもの

○誰もが円滑に移動できる交通体系の実現

○持続可能な循環型社会 の実現※
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重点プログラム Ⅰ 災害に強いまちづくりの推進

（実現のための方

策） Ⅱ 将来にわたり持続可能な公共交通体系の構築

Ⅲ 循環型社会 の構築とゼロカーボンの推進※
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※製本時に各ページの下部に掲載予定。

脚 注

※ ＫＰＩ

重要業績評価指標（Ｋｅｙ Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ Ｉｎｄｉｃａｔｏｒ）の略称であり、

目標を達成するための取組の進捗を定量的に測定するための指標。

※ 主要２基金

財政調整基金と減債基金。

財政調整基金：年度間の財源の不均衡を調整するために積み立てる基金

減債基金 ：市債の償還を計画的に行うための資金を積み立てる基金

※ 公債費

地方公共団体が借り入れた地方債の元利償還金などの義務的な経費。

※ 市債

市が、国・地方公共団体金融機構・銀行などから調達する長期的な借入金。

※ サプライチェーン

商品が消費者に届くまでの原料調達から製造、物流、販売といった一連の流れ。

※ デバイス

特定の機能・用途を持った電子機器や端末の総称。

※ 中心市街地

平成２９年３月に内閣総理大臣に認定された「秋田市中心市街地活性化基本計画」および同計

画を引き継ぎ策定した「秋田市中心市街地活性化プラン」において設定した、秋田駅周辺から保

戸野通町、川反地区までの区域（約１１５ｈａ 。）

※ リスキリング

既存のスキルを見直し、新しい技術や分野に対応するために必要なスキルを獲得すること。

※ リカレント教育

学校を卒業して一度社会に出た後も、必要に応じて教育機関で学び直し、就労と学習を交互に

繰り返すこと。

※ デジタル林業

航空レーザ測量やドローンなどのデジタル技術を活用した森林調査や再造林などの林業活動の

こと。

※ アグリビジネス

農林水産・食品関係の産業のこと。種苗、種畜、飼料、肥料、薬品、農業用施設・装置などの

農業用資材のほか、農産物や食品の貯蔵、加工、流通など幅広い分野が含まれる。
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※ 関係人口

移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、特定の地域に継続的に多

様な形で関わる者。

※ シティプロモーション

自らの住む地域に関わる当事者意識を持った人を増やし、市民をはじめ市内外の人々から、秋

田市を好きになってもらう取組。

※ オーバーツーリズム

特定の観光地において、訪問客の著しい増加等が、市民生活や自然環境、景観等に対する負の

影響を受忍できない程度にもたらしたり、旅行者にとっても満足度を大幅に低下させたりするよ

うな観光の状況。

※ 芸術文化ゾーン

平成２９年３月に内閣総理大臣に認定された「秋田市中心市街地活性化基本計画」で設定した

「中心市街地」のうち、多数の文化施設が集積している広小路・仲小路からエリアなかいちを経

て、中土橋・千秋公園に至るまでの一帯。あきた芸術劇場や文化創造館を核に、文化施設機能を

集約し、面的な充実を図る。

※ リモートワーク

コンピュータやネットワークの技術を駆使して、勤務状況や勤務時間の制約を受けずに仕事

に取り組む働き方。

※ ＮＰＯ

継続的・自発的に社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称。

※ ジェンダー平等

性別に関わらず、平等に責任や権利や機会をわかちあい、あらゆる物事を一緒に決めることが

できること。

※ ＬＧＢＴＱ

Ｌ(レズビアン／女性の同性愛者)、Ｇ(ゲイ／男性の同性愛者)、Ｂ(バイセクシュアル／両性

愛者)、Ｔ(トランスジェンダー／出生時に割り当てられた性別と違う性別で自分を認識している

人)、Ｑ(クエスチョニング、クィア／自分の性別が明確でない人、決めていない人など。既存の

性のカテゴリに当てはまらない人々の総称)の頭文字をとった言葉で､性的マイノリティを表す言

葉。

※ 友好姉妹都市

中国／甘粛省蘭州市・広西チワン族自治区南寧市、ドイツ／バイエルン州パッサウ市、ロシア／

沿海地方ウラジオストク市、アメリカ／アラスカ州キナイ半島郡・ミネソタ州セントクラウド市。

※ 自主防災組織
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地域の防災力を最大限に発揮するため、平時における防災知識の普及や防災訓練の実施および

災害発生時における情報の収集・伝達や避難誘導、被災住民の救出・救護などの自主的な防災活

動を組織的かつ実効性のあるものとするためにつくられる組織。

※ ワンコイン浸水センサ

浸水の危険性がある地域の浸水状況を、リアルタイムに把握するため設置する手頃な価格の小

型センサ。令和４年度から国土交通省において実証実験を実施中。

※ 感染症

細菌やウイルスなどの病原体が体内に入り増殖して発症する疾患の総称。

※ オープンスペース

緑地や広場を含む公共の空地。

※ 無電柱化

道路の地下空間を活用して、電力線や通信線などをまとめて収容する電線共同溝などによる電

線類地中化などにより、道路から電柱をなくすこと。

※ 生活衛生関係施設

旅館業、興行場、公衆浴場、理容所、美容所、クリーニング所等。

※ 適正飼養

動物による、人の生命、身体または財産の侵害や生活環境の保全上の支障を防止するよう努め、

また動物の習性や行動を理解し、健康および安全を保持するよう、終生にわたり飼養すること。

※ 食育

生きる上での基本であって、知育・徳育・体育の基礎となるものであり、様々な経験を通じて

「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践できる人間をはぐくむ

こと。

※ 生活習慣病

食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒など生活習慣が発症・進行に関与する疾患群であり、が

ん、心疾患、脳血管疾患、糖尿病などの病気が含まれる。

※ こころの健康

「こころが健康な状態」とは、情緒が安定し、状況に応じて問題解決をしながら、周囲の人や

社会と適切な関わりを保ち、いきいきと自分らしく生きている状態をいう。

※ 健康寿命

健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間。つまり、病気で寝たきりにな

ったり、介護を受けたりせずに自立して生活できる期間のこと。

※ 特殊災害

船舶・航空機火災、大規模林野火災、毒劇物漏洩事故など、人命への危険が高く、消防活動も

特殊な環境下で困難かつ長時間となり、市民生活の一部にも影響をおよぼす災害。

※ ＡＥＤ

自動体外式除細動器。突然心臓がけいれんし、血液を流すポンプ機能を失ったときに、心臓へ
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電気ショックを与えることにより正しい拍動に戻し、蘇生するための医療機器。

※ メディカルコントロール体制

救急現場における、救急救命士などがすみやかに医師から指示・指導・助言を受けられる体制、

救命処置に対し医師が事後検証し今後の教育に役立てる体制、救急救命士の再教育体制という３

つの体制。

※ 団塊ジュニア世代

１９７１年（昭和４６年）から１９７４年（昭和４９年）までに生まれた世代を指す。１９４

７年（昭和２２年）から１９４９年（昭和２４年）の第１次ベビーブームに生まれた「団塊の世

代」のこども世代にあたる。

※ コンパクトシティ

人口減少下において、市街地の拡大を抑制し、生活拠点等に居住や医療・福祉・子育て支援・

商業等の都市機能を集約することにより、日常生活に必要なサービスが効率的に受けられるコン

パクトな都市の形態。国では多くの地方自治体が共有できる具体像として、生活拠点が複数存在

し、各地とこれらの拠点が交通ネットワークで結ばれた「多極ネットワーク型コンパクトシテ

ィ」を提唱。

※ 循環型社会

廃棄物の排出抑制、循環的利用の促進、適正処分の確保によって、天然資源の消費が抑制され、

環境への負荷ができる限り低減される社会。

※ 温室効果ガス

二酸化炭素、メタンなど、地表から放射された赤外線を一部吸収することによって温室効果を

もたらす気体。

※ ゼロカーボンシティ宣言

市民・事業者・市の協働のもと、２０５０年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロとする

「ゼロカーボンシティ」の実現を目指し宣言したもの。目標達成に向け、再生可能エネルギーの

普及など４つの基本方針を掲げている。

※ 再生可能エネルギー

自然の営みから半永久的に得られ、継続して利用できるエネルギー。有限でいずれ枯渇する化

石燃料などと違い、自然の活動によってエネルギー源が絶えず再生、供給され、地球環境への負

荷が少ないエネルギー。

※ 都心・中心市街地

全県全市を対象とする広域的な行政、金融等の中枢業務、商業、文化、教育、アミューズメン

ト等の高次都市機能の集積した地域（中心市街地を含む秋田駅から山王地区 。）

※ 地域中心

東部、西部、南部、北部、河辺、雄和の６地域のそれぞれの拠点となる地域レベルの中心地区。

※ バリアフリー

高齢者や障がい者などが生活していく上で、社会参加を困難にしている物理的、社会的、制度

的、心理的なすべての障壁（バリア）となるものを取り除くこと。

バリアフリー化された住宅とは、身体機能が低下しても、安心して住み続けられるように、床
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の段差の解消などに加え、十分な廊下幅の確保などに配慮した住まい。

※ 住宅ストック

ある一時点におけるすべての住宅の数。

※ ダウンサイジング

費用の削減や効率化を目的として、更新などの際に施設能力を縮小し、規模を適正化すること。

※ 都市計画道路

都市計画法に基づき都市計画決定された都市施設としての道路。

※ ＤＸ

デジタルトランスフォーメーションの略称であり、デジタル技術を活用して、社会や生活、組

織のあり方を根本から変革すること。

※ シビックプライド

市民がまちへの愛着や誇りを感じ、このまちをより良くするために関わる当事者意識。




